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議長（藤原健祐君） 

   おはようございます。ただいまの出席議員数は 13 人です。  

   定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。  

   日程に入ります前に、議案の訂正の申し出があっております。議

案第６号、平成 27 年度佐川町一般会計補正予算（第６号）につい

て、説明を求めます。 

町長（堀見和道君） 

   おはようございます。議案の訂正につきまして御説明をさせてい

ただきます。 

   まず、議案を修正する必要が生じましたことを、深くおわびを申

し上げます。 

   議案第６号、平成 27 年度佐川町一般会計補正予算（第６号）につ

いて、訂正の御説明をさせていただきます。補正予算書の６ページ、

６ページをごらんください。 

６ページの第２表、繰越明許費、９款教育費につきまして、尾川

小中学校の非構造部材耐震化工事について、小学校分と中学校分を

一括して契約しておりましたが、小学校に係る事業費と中学校に係

る事業費の案分の比率が誤っておりました。また、当初の入札で不

落となり設計を変更した佐川小学校と斗賀野小学校の耐震化事業に

つきましては、確認漏れ及び照合不足により変更内容を繰越額に反

映できておりませんでした。まことに申しわけございません。 

   以上の理由により、繰越明許費、９款教育費について訂正が生じ

ることとなり、２項小学校費の小学校耐震化事業の金額を１億

5,573 万５千円から１億 8,572 万２千円に訂正。同じく３項中学校

費の中学校耐震化事業の金額を 443 万２千円から 827 万８千円に訂

正。これらの訂正に伴い、合計した計の金額を、８億 7,790 万１千

円から９億 1,173 万４千円に訂正させていただきたく御説明申し上

げます。よろしくお願いいたします。 

議長（藤原健祐君） 

   お諮りします。 

   本件は、申し出のとおり許可することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、申し出のとおり許可することに決定しました。 

   本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 
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   日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問は、通告順とします。 

   ６番、松浦隆起君の発言を許します。 

６番（松浦隆起君） 

   おはようございます。６番、松浦隆起でございます。通告に従い

まして、本日も３点にわたり一般質問をさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

   １点目に、国土強靱化地域計画の策定について、お伺いをいたし

ます。 

   2011 年３月 11 日、２時 46 分に発生をし、日本での観測史上未曽

有の大地震となり、地震と津波による甚大な被害を残しました東日

本大震災より、この 11 日で５年を迎えようとしております。ここに

改めて犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意をあらわすとともに、

今なお避難を余儀なくされておられる被災者の皆様に心からお見

舞いを申し上げます。この大震災以降、全国各地で防災への取り組

みが再認識をされ、この震災を大きな教訓としてさまざまな取り組

みがされてまいりました。その中で、いかに災害に強い町をつくる

のか、という取り組みも大きな課題の１つとされてまいりました。 

   そういった中、東日本大震災の教訓を機に、防災・減災等に資す

る国土強靱化基本法が平成 25 年 12 月４日に成立し、その後、巨大

地震などの大規模災害が発生した場合、壊滅的な被害を免れるため

の政策大綱が決定し、防災・減災の取り組みが本格的にスタートい

たしました。 

   政策大綱では、人命の保護、国家の重要機能維持、国民の財産、

公共施設の被害最小化、迅速な復旧復興、この４点を基本目標とし

て想定し、住宅密集地での大規模火災や市街地の広域浸水など、国

として避けなければならない事態への対策を分野別にまとめてお

ります。 

   政策大綱をもとに、より詳細な国土強靱化基本計画を平成 26 年

６月に策定されるとともに、国土強靱化アクションプラン 2014 を

決定され、都道府県・市町村に対する国土強靱化地域計画の策定支

援、地域計画のガイドラインの策定等も開始をされました。そして、

昨年６月 16 日には、国土強靱化アクションプラン 2015 を決定され

たところであります。 

   このアクションプランは、各種対策ごとに数値目標を設定をして
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おります。住宅や建築物の耐震化率、橋梁の耐震補強完了率、社会

的重要施設等における燃料タンクの導入目標達成率、大企業及び中

堅企業のＢＣＰの策定割合、農道橋、農道トンネルを対象とした点

検、診断の実施割合、信号機電源付加装置の整備台数、ごみ償却施

設における災害時自立稼働率、また下水道による都市浸水対策達成

率など、多岐にわたっております。このアクションプランは、毎年

度策定されることとされ、プログラムの進捗管理、毎年度の施策の

検討に活用されます。 

   さらにこの第 13 条には、「都道府県又は市町村は、国土強靱化に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又

は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する

基本的な計画を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該

都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定める

ことができる。」というふうにされております。 

   このように国は、基本計画とアクションプランの策定を受け、各

都道府県及び市町村に、地域計画の策定を求めております。現在は、

努力規定ではありますが、国や県と連携した本町の強靱化を進める

上で、今後必ず必要になると考えております。 

   この国土強靱化地域計画については、今後どのような災害等が起

こっても、被害の大きさそれ自体を小さくすることが期待できると

ともに、計画策定後は、国土強靱化に係る各種の事業がより効果的

かつスムーズに進捗することが期待できるため、国としては、平成

27 年１月に、国土強靱化地域計画に基づき実施される取り組みに対

する関係府省庁の支援について、というのを決定をしております。 

   具体的には、国土交通省所管の社会資本総合整備事業や防災・安

全交付金、また農林水産省所管の農山漁村地域整備交付金、さらに

は消防庁所管の消防防災施設整備費補助金や緊急消防援助隊設備

整備費補助金など 32 の関係府省庁所管の交付金・補助金などにお

いて支援が講じられるとともに、その交付の判断において、一定程

度配慮されることとなっております。 

   しかし、この国土強靱化地域計画の策定状況は、本年の１月７日

現在で、都道府県については計画策定済みが 13 道府県、予定も含ん

だ計画策定中が 32 都府県でありますが、市町村においては、計画策

定済みが９市区町、予定も含む計画策定中は 24 市町村にとどまっ

ており、未だ多くの市町村がこの国土強靱化地域計画を策定できて
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いない状況にあります。 

   この国土強靱化地域計画の策定については、今後も発生するであ

ろう大規模自然災害等から町民の生命、財産を守ることを最大の目

的として、そのための事前の備えを効率的かつ効果的に行うとの観

点から、早急に策定・公表するべきではないかと考えております。

そこでまず、本町におけるこの国土強靱化地域計画の策定について、

現在の状況についてお伺いをいたします。 

総務課長（横山覚君） 

   おはようございます。私からお答えをさせていただきます。議員

もおっしゃられましたけれども、平成 25 年 12 月にですね、強くし

なやかな国民生活の実現を図るための防災・減災に資する国土強靱

化基本法が公布、施行されました。そして翌年の６月には、国土強

靱化に関する他の計画等の指針となります国土強靱化基本計画が

閣議決定をされたところでございます。 

   これらは、南海トラフ地震などのいかなる災害等が発生しようと

も、私たちの国土や経済、暮らしが致命的な損害を負わない強さと、

速やかに回復するしなやかさをあわせて持つ強靱な国づくりを、国

と地域が一体となって推進する従来の防災の範囲を超えた広範で

総合的な取り組みであるように認識をしております。 

   この基本法におきましては、第４条で、地方公共団体が国との適

切な役割分担を踏まえまして、その地域の状況に応じた施策を総合

的かつ計画的に策定し、実施することをその責務としてきてますと

ともに、議員も説明をしていただきました第 13 条では、国土強靱化

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、各自治体にお

いて国土強靱化地域計画を定めることができると規定をされまし

た。これらを受けまして内閣府では、基本計画とともに策定いたし

ました国土強靱化アクションプラン、また国土強靱化地域計画策定

ガイドラインをもとに、各自治体に対して国土強靱化地域計画の策

定を求めておりまして、昨年度から今年度にかけましては、モデル

自治体を募集しての策定状況の調査が実施されているところであ

ります。 

   本町におきましては、国の基本計画が策定されてまだ日が浅いと

いうこともございまして、現在のところ地域計画の策定について検

討ができてない状況でございます。 

   しかし、モデル自治体が策定した計画等もこれから出てくるよう
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になっておりますし、それを参考にいたしながら今後検討してまい

りたいと考えております。よろしくお願いします。 

６番（松浦隆起君） 

   今、総務課長からも答弁いただきましたが、この国土強靱化地域

計画、先ほども申し上げましたが、モデル自治体が策定をしながら、

今、徐々につくり始めているという段階で、どういったものをつく

ったらいいかということ自体も、なかなかイメージができてないの

ではないかなぁと思います。 

   この国土強靱化地域計画について、もう少し具体的に、どういっ

た内容の計画なのかという点についてお話しをしたいと思います。

昨年の６月に、内閣官房国土強靱化推進室より出されました国土強

靱化地域計画策定ガイドラインに、このように書かれております。 

   地域強靱化計画とは、どんな自然災害等が起こっても機能不全に

陥らず、いつまでも元気であり続ける強靱な地域をつくり上げるた

めの計画です。そしてそれは、強靱化に関する事項については、地

域防災計画はもとより地方公共団体における行政全般に関わる既

存の総合的な計画よりもさらに上位に位置づけられるものです。 

地域強靱化計画を策定し、その中で、強靱化についての各種事業

の重点化・優先順位づけを対外的に明らかにすることができれば、

それを通して、外部からの協力等も得られやすくなり、より効果的

かつ円滑に、それらの諸事情を進めていくことができるようになる

という大きなメリットがあります。そして何より、地域が強靱化さ

れれば、地域住民の生命と財産が守られるとともに、地域の持続的

な成長が促されていくというのが、地方公共団体にとって最大のメ

リットです、と。 

また、このようにも書かれております。 

防災は、基本的には、地震や洪水などのリスクを特定し、そのリ

スクに対する対応を取りまとめるものです。したがって、例えば、

防災基本計画では、各災害に共通する対策編を設けつつ、地震災害

対策編、津波災害対策編など、リスクごとに計画が立てられており

ます。 

一方、国土強靱化は、リスクごとの対処をまとめるものではあり

ません。それは、①あらゆるリスクを見据えつつ、②どんなことが

起ころうとも最悪な事態に陥ることが避けられるような強靱な行政

機能や地域社会、地域経済を事前につくり上げていこうとするもの
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です。と言われております。 

そして具体的な目標として、８項目が挙げられております。大規

模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる。大規

模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる。

３点目が、大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確

保する。４点目が、必要不可欠な情報通信機能は確保する。５点目

が、大規模自然災害発生後であっても、経済活動を機能不全に陥ら

せない。６点目が、大規模自然災害発生後であっても、生活・経済

活動に必要最低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワー

ク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る。７点目が、制

御不能な二次災害を発生させない。最後８点目が、大規模自然災害

発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件

を整備をするというものであります。 

今申し上げましたように、一見、この強靱化と聞けば、ハード面

の整備だけを想定しがちですけれども、それだけではなくて、さま

ざま多岐にわたる計画となっております。 

ただ、私も最初少し、この強靱化という地域計画のイメージが湧

きませんでしたので、実際に計画を策定をしている、先ほど総務課

長も言いましたモデル指定自治体、その自治体の例を勉強をしてみ

ました。 

三重県の南伊勢町というところは、モデル自治体として先行して

昨年の 10 月に策定をし、公表をしております。この町は、人口が約

１万 3,800 人で、本町とほぼ人口的には同じ規模の自治体でありま

す。取り組みに当たって、まず南伊勢町国土強靱化地域計画策定委

員会というものを立ち上げ、その中でつくり上げていったようであ

ります。 

計画の内容を何点か申し上げますと、例えば、復興に向けて早く

職場復帰できるよう、若者が働く職場、仕組みを構築する。また農

林水産業におけるブランド品生産等の仕組みを確立することによっ

て、万が一被災をしたときに、その被災後、復興に向けてブランド

品をストックとして利用することができるようにするなど、具体的

な内容を見ていきますと、この強靱化というものを目標としながら

取り組むことによって、結果として住民の人たちが安心していつま

でも住み続けられる町、それは、単に災害に強い町ということには

おさまらず、地域の経済、教育、福祉など、幅広い分野にわたって
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のまちづくりにつながるということであります。 

冒頭に申し上げましたこの計画が全ての計画の上位に位置すると

いう意味が、実際にこの計画書を読んでみて、よく私もわかりまし

た。そして実際に策定されている計画を読んでみて、今、この計画

というものはつくるべきだなぁという実感を強くしております。 

この南伊勢町の計画を見てみますと、本町でも取り組んでいるこ

とは数多くございます。ただ本町は、それが、各担当課がそれぞれ

取り組んでいただいており、せっかく取り組んでいることが点の状

態になっているようにも見えます。それを、しっかりと町全体の全

体感に立って計画をつくり、全体的な視点を持って取り組むことに

よって線になり、大きなまちづくりの１つになるというふうに思い

ます。 

その意味からも、この計画策定、先ほど、これからということで

したが、今の私の話を聞いて、今一度、どのようにやっていくのか、

具体的に、この南伊勢町でなくてもいいですが、実際につくってお

られるこの計画書を見られたことがあるか。見ていただくと、概要

版を私もちょっとプリントアウトして、本冊もダウンロードしまし

たけども、この概要版、南伊勢町地域強靱化計画と。この概要版を

見るだけでも、今回新たにつくられた本町の総合計画、それと非常

に関係をしてくる、町の形というものが。これはもっと多くの町で

本腰を入れてつくるべき計画だなという実感を持っておりますので、

こういうものを見られた上で、再度検討していただきたいと思いま

すが。総合的にもう一度答弁をいただければと思います。 

総務課長（横山覚君） 

   お答え申し上げます。個別計画、その地域計画についても、つぶ

さに承知をしておらないところでございますが、基本的に、強靱な

地域社会をつくるという中ではですね、先ほど、議員がおっしゃら

れましたとおり、個別の災害対策それから個別の振興計画じゃなく

てですね、その上にあります確かに傘というふうな表現をされてま

す。アンブレラ的な計画だよという話は認識をしております。まさ

に、持続的に社会が続いていくというふうな地域を形成するために

は、非常に大切な計画だというふうに思ってます。 

   ただ先ほども申し上げましたが、ちょっと勉強のほうが足りない

こともございまして、今調べてみますと、内閣官房のほうとかです

ね、いろいろ研修の施策もあるようでございますので、そちらもで
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すね、ちょっと研究をさしていただいて勉強をしながらですね、な

るべく早く取り組むようにさしていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

６番（松浦隆起君） 

   そうしますと、基本的にはつくる方向で今後研究していきたいと

いうように受け取りましたが、一番の旗振りは町長ですので、町長

の所感も最後にお聞きをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきましてありがとうございます。松浦議員の御質問

にお答えさせていただきます。 

   松浦議員のおっしゃるように、大変重要な地域計画だというふう

に認識をしております。高知県の場合は、県が計画を策定をして、

その計画のもとに、いろいろ市町村に対しても取り組みをうながし

ているところであります。 

また佐川町では独自に、災害に強い町をつくっていこうというこ

とで、住民の皆さんの意識も、自分の命は自分で守るということを

基本にしながら、隣近所で助け合う、地域で助け合う。つながって、

地域がつながりを持って、強い、防災に強い町をつくっていこうと

いうことで取り組みをしております。 

   その中で、住宅の耐震診断をもっと積極的に取り組もうよという

自治会が出てきたりですね、それぞれの意識が変わってきてるんじ

ゃないかなぁ、それに対して行政としてやるべきことをしっかりや

れてるんじゃないかなぁと。点での取り組みでしかなってないとい

うふうに思われるところもあるかもしれませんけども、少しずつ面

に、確実になってきてるんではないかなぁと。役場の中でも、横の

連携が、この災害、安心・安全については、かなりできてきてるん

ではないかなぁというふうに思っております。 

   この計画が全ての計画の上位に位置するというお話もありまし

たが、町にとって総合計画というのはやはりとても大切な計画にな

っておりますので、やっと総合計画ができたところでもあります。

ですから、28 年度に少し検討して、29 年度中には、この計画が地域

計画、国土強靱化の地域計画ができるような取り組みにしていきた

いなというふうに、今思っております。 

28 年度１年間しっかり準備をして勉強して、29 年度に住民の皆さ

んにも参加をいただいて、策定委員を構えてですね、委員会を構え
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て 29 年度中には何とか計画できるように進めていきたいなという

ふうに考えておりますので、ぜひ、松浦議員にもいろいろ御提言を

いただきまして、すばらしいものができればというふうに思ってお

りますので、今後もよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

６番（松浦隆起君） 

   今、町長から総合計画という話もありましたが、この南伊勢町の

この計画、本冊も読みましたが、非常に町の総合計画と重なるとい

うか、単に、災害に対して強いというだけではなくて、非常につな

がるところがあるので、今後つくるときに、今、やっとでき上がっ

た総合計画と当然整合性も持たしていく、非常に難しい部分もある

と思いますので、職員の方には御苦労かけると思いますが、この計

画は災害というものにやられたときに、いかにそのダメージを少な

くして、そしていかに早く立ち上がることができるか、その体力を

日ごろからいろんな面で、建物も人も、経済的なことも、つけてい

こうという計画ですので、今、町長から計画的な今後のお話もいた

だきましたので、ぜひお願いをしたいということで、この質問は終

わらせていただきます。 

   それでは、２点目の質問に移らせていただきます。 

   子育て支援対策について、お伺いをいたします。 

   この定例会におきまして、子育て支援対策、またいわゆる少子化

対策というものにつきましては、これまでもさまざまな角度から質

問をさせていただいております。現在、本町も含め日本全体が超高

齢化社会へと加速度を上げて進んでおります。そういった現状を踏

まえれば、少子化対策・子育て支援対策は最優先課題であります。

子育て支援対策の重要性については、これまで、質問の中で何度か

お話をさせていただいておりますので、改めて言うまでもありませ

んが、１つでも多くの支援策を実現をし、こどもを産み育てやすい

町にしていくことが、本町の未来を開き、つくることにつながって

いくと考えております。 

そういった意味からいえば、本町の子育て支援策は、この年々、

充実をしてきているというふうに感じておりますし、新たに今、取

り組み始めておりますファミリーサポートセンター事業、また病後

児保育など、堀見町政においても、子育て支援は、本町の施策の重

要な取り組みの１つと位置づけをしていただいております。そうい
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った中で、さらにもう一歩進めていただければという観点から、今

回質問をさせていただきます。 

先ほども申し上げましたが、本町の子育て支援策は、さまざまな

取り組みをしていただいているところであります。その中で、強い

て言えば、産前産後この取り組みの部分を、もう少し広げていただ

ければというふうに思っております。そういった取り組みが本日質

問させていただきます子育て世代包括支援センター、いわゆる日本

版ネウボラと呼ばれているものであります。 

このネウボラとは、フィンランドの子育て支援制度で、フィンラ

ンド語でアドバイスする場所という意味だそうでありまして、妊娠

から出産、就学前まで総合的に切れ目なくワンストップで子育てを

支援する制度であります。フィンランドでは、ネウボラおばさんと

して親しまれる保健師の方が常駐をし、親の９割が気軽に子育て相

談している場所として、このネウボラは定着をしております。今、

日本において、子育て世代包括支援センター、いわゆるこのネウボ

ラが全国展開をされており、昨年の 11 月の時点で、約 140 の市町村

で整備がされており、国は５年後までには全国設置を目指したいと

いうふうに考えているようであります。 

この日本版ネウボラは、母子健康手帳の交付から育児学級への参

加促進まで別々に行う子育て支援を集約し、保健師の方が集約化し

た支援を、発育段階を踏まえ、支援センターで切れ目なく受けられ

るよう調整をするものであります。 

埼玉県和光市のわこう版ネウボラというものでは、一人一人の子

供とその家庭状況に合わせたオーダーメイド子育て支援というもの

をめざしております。こうした支援ができるのは、母子健康手帳を

地域の子育て支援センターで受け取れるようにし、手帳交付の段階

で、妊娠と育児の不安まで意見交換できるようにしているからであ

ります。何でも相談できる雰囲気をつくり、出産前後にかかわる課

題が起きても見逃さない体制を構築をしております。その上で、市

と支援センター職員、医師などが連携する会議で、聞き取った情報

などをもとに必要な支援策を個別に策定し、個別支援は詳細に必要

性を検討するため、結果的に経費の無駄削減にもなっているという

ことであります。 

また別の自治体では、この子育て世代包括支援センターで、２人

の専任の保健師、母子保健コーディネーターが対応し、関係機関と
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連携しながら、必要なときに必要な母子保健サービスが受けられる

ようコーディネートをしております。 

ここでは、１人の保健師が１人の妊産婦らに継続してかかわって

おり、母子保健手帳の交付を、妊婦と職員が初めて出会うとても大

事な場というふうに重視をし、妊婦全員に面接アンケートを行い、

健康状態や飲酒、喫煙の有無のほか、妊娠を知ったときの本人や夫

の気持ち、また夫の暴力の有無、家庭状況などを詳しく聞いており

ます。そして、アンケート結果から全妊婦の支援台帳を作成し、母

子保健管理システムでデータを管理。台帳には、その後の計画が時

系列でわかるよう、妊娠から３歳までの母子の健診記録なども随時

入力し、必要に応じて支援に活用をしております。 

さらに、心身不調や家族関係などで重い悩みを持つ妊婦の方には、

本人の意思を確認した上で、支援プランを作成。これは、いわば介

護保険のケアプランのように個人の事情に応じたオーダーメイドで

関係機関と協議してつくっており、プランに沿って母子保健サービ

スの実施状況や効果を評価、必要に応じて見直しもしながら、きめ

細かい支援につなげております。また、若年妊娠で周囲の支援がな

い妊婦には親代わりとなって面倒を見たり、双方の家族を集めて話

し合いをコーディネートしたりすることなども行い、安心して出産

できるよう徹底して寄り添っているということであります。 

また、実務面で少し申し上げますと、この事業の実施に当たって

は、子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事

業の１つである利用者支援事業というものを実施をしなければなり

ません。これは、国、県、市区町村で３分の１ずつ、その上で、母子

保健衛生費補助金、これは２分の１のようですが。産前・産後サポ

ート事業または産後ケア事業、または産前・産後サポート事業プラ

ス産後ケア事業を行うとしております。要するに利用者支援事業を

実施することなく、産後ケア事業だけ実施したいという形では母子

保健衛生費補助金は活用できないということになっておるようで、

この点は注意が必要だというふうに思います。 

もう１点、少子化対策という視点から見て、不妊症への取り組み

も非常に重要になってまいります。現在、本町においては、町独自

の支援を行っていただいているところでありますが、まだまだ不妊

症で悩んでおられる夫婦の方への支援であり、ケアというものは弱

いのではないかというふうに思っております。そういった意味から
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も、不妊症の相談窓口などの取り組みも、今回のこの国の計画の中

に入っておりますし、そういったものも、このネウボラの仕組みの

中に必要ではないかと感じております。 

今、本町においても、さまざまな子育て支援策が実施をされてお

ります。子育て関連の機関や社協さんなど、さまざまな機関の協力

も得ております。そういったものを佐川版ネウボラとして構築をし、

産前から産後、そして就学前まで、切れ目なく支援する仕組みづく

りをぜひ、取り組んでいただければというふうに思っております。

以上の点について、お考えをお伺いをしたいと思います。 

健康福祉課長（岡﨑省治君） 

   おはようございます。松浦議員の御質問にお答えいたします。い

わゆる日本版ネウボラ、フィンランド発祥の子育て支援の、切れ目

ない支援を包括的に行うという取り組みでございますけれども、議

員御説明いただきましたとおり、国においてもですね、本年度から

全国の市区町村で推進をしているというふうで聞いております。国

としても５年をめどに全国展開をしていきたいという考えを示し

ているということでございます。 

   佐川町におきましては、特に母子保健、子育て支援におきますと

ころの入り口であります。そこの窓口については健康福祉課が、今、

受け持っております。健康福祉課を、特に保健師を中心とした対応

ということになりますけれども、今は、健康福祉課の中で、そうい

った母子保健の担当職員、それから、いわゆる保育であるとか、そ

れから児童手当もそうですが、事務的な支援も含めて、今、生活応

援係というところでやっております。来年度については少し健康福

祉課の中で組織、模様がえをしますけれども、基本的には健康福祉

課の中で一括してとり行うという形になります。 

   健康福祉課、行政ではなくって、例えば先ほどおっしゃっていた

だいた社協さんであるとか、それからもちろん主任児童員さんであ

るとか、町内の助産師さん、高北病院、それから健診をやる中でで

すね、発達相談であるとか、そういった支援が、例えば必要な御家

庭、御夫妻については、必要な専門機関につなぐとか、いうような

取り組みをさまざま行っております。 

事業としましても、不妊の支援、それから家庭の支援が必要な方

については養育訪問支援事業という事業を取り入れて、継続的に保

健師なり専門の方々がフォローをしていくという事業も行っており
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ます。さまざまな取り組みを健康福祉課を中心に行っております。 

例えば、もう１つ、母子手帳といいますか妊娠届けを出していた

だくのも健康福祉になっておりますが、その中で、先ほどもちょっ

と御紹介いただきましたけれども、佐川町においてもアンケートを

とってですね、きちっと、もちろんそのお母さんの心身の状態もそ

うですけれども、細かい、例えば旦那さんのことだとかですね、そ

ういったところ、支援が誰か御家族以外に、おじいちゃん、おばあ

ちゃんとかいますかとか、そういったことも細かくですね、アンケ

ート等で聞き取りをさせていただいて、その後の支援につなげてお

ります。そういった取り組みも、佐川町においても行っております。 

そういった取り組みを、健康福祉課が中心としてやっているわけ

ですけれども、御質問の趣旨としては、特に産前産後のフォローも

含めて、町全体で、いわゆる本当にワンストップで取り組みを進め

てはどうかということだろうと思います。 

私たちとしては、先ほど説明させていただいたとおりに、ワンス

トップの窓口としては、基本的には整っているというふうには考え

ております。ただまぁ町民の皆様にアピールをするとかですね、こ

ういった全国展開で子育て世代、包括支援センターがやるというと

ころで、佐川町としてどういうふうに町民の皆様にお知らせするこ

とができるかということについては、特に保健師を中心としてコー

ディネーター役というかですね、そういうものをきちっと果たして

いかないかんと思っておりますので、そこらへんの職員の対応も含

めて、もう一度関係機関をどのように連携させていくかというとこ

ろは、きちっと研究といいますか、さしていただいた上で、佐川町

として対応していきたいというふうに考えております。以上です。 

６番（松浦隆起君） 

   丁寧に説明をしていただきましたが、課長が答弁をしていただい

たように、冒頭でも私も申し上げましたが、この子育て支援策は本

町は非常に充実をしてきておりますし、担当課の方も懸命にやって

いただいております。 

産前産後の部分は少しというお話をしましたが、せっかくいろん

な分野の方、担当の方も含め関係機関、今やられていることを佐川

版ネウボラという形でパッケージとして１つにすると。包括支援セ

ンターという形で。そうすることで町民の方への発信も違ってくる

と思いますし、何か特別にまた新たなことを始めるとかということ
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は、それほど数多く、これからは本町はないのではないかなぁと。

かなり充実はしてきますが。 

ただ、その中で子育て包括支援センター、佐川版ネウボラ、佐川

は町として、生まれる前から妊婦さん、もっと言えば妊婦さんにな

る前、子供さんを生みたいと思っている方から生まれるまで応援し

てますよという発信をする意味では、そういう形をきちっとつくっ

たほうがいいのではないかなぁというふうに思っております。この

点について、最後にちょっとだけ町長からこの所感をお聞きしたい

と思いますが。 

そのネウボラの取り組みの中でも、通告に書いておりますが、必

要な施策の１つと感じておりますこの産後支援ヘルパー制度であり

ます。この質問につきましては、25 年の９月定例会において１度質

問させていただいておりますし、以前、いつであったかは覚えてな

いですが、岡村議員からも質問がされていたようにも思います。 

この取り組みにつきましては、子育て支援の現場で尽力をされて

いる方からも直接相談をいただきました。少子化対策・子育て支援

策として、出産後の産褥期の母親を支援するためのこのホームヘル

パーを派遣し家事や育児を援助するこの制度の導入は、必要な施策

であるというふうに思っております。 

前回も申し上げましたが、産褥期、おおむね出産後６週間から８

週間の期間、現在、本町においては生後４カ月ごろまでの赤ちゃん

とお母さんを対象に、保健師さんが自宅を訪問し、子どもの発育状

況、健康状態の相談を受けているというふうに思います。 

母親は、この期間、産後の回復期であるため体調が不十分で、平

常の生活を送ることは困難であり、また 24 時間にわたる子どもの授

乳など、慢性的な睡眠不足、そして子育てに対する不安などから、

一般的に情緒不安定になりやすい傾向にあるというふうに言われて

います。そのため、出産するときは実家に帰ったり、あるいは身内

の人に来てもらうなどして対応をしている方がおられるわけですけ

ども、しかし、社会環境の変化に伴い家族が働いていたり、遠隔地

であったり、さまざまな理由で援助が受けられない若い御夫婦、核

家族世帯が増えております。 

出産直後の母親は、身体機能が十分でないにもかかわらず、育児

や家事の一切を全て１人でやらなくてはならない現実もあり、中に

は産後うつ等で幼児虐待につながるケースもあります。この産後支
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援ヘルパー制度は、少しでもそういった母親の精神的、肉体的な不

安を軽減することを目的とした事業であり、これから子どもを産み、

育てようと思っておられる方たちにとっては、非常に心強いものに

なるというふうに思います。この点について、お考えをお聞きをし

たいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   松浦議員の御質問にお答えさせていただきます。まず１つ、佐川

町の情報発信ということで、産み育てやすい子育てのしやすい町、

佐川町は、これだけ子育ての支援をさせていただいてますよ、また

教育についても、こういう取り組みをしてますよ、という、そうい

う佐川町のよさを情報発信を、しっかりしていかなければいけない

というふうに思っております。 

今年度、ことしですね、ことしから佐川町のそういう情報発信の

機能強化をしまして、佐川のブランドを発信するサイトも立ち上げ

ます。その中でも子育ての充実した町なんですよ、佐川町に住みま

せんか。ぜひ佐川町においでくださいということが、よりわかりや

すく伝わるように工夫をして情報を発信していきたいなぁというふ

うに思っております。 

   あと、産後支援ヘルパー制度につきましては、松浦議員おっしゃ

るように、とても大切な取り組みだとは考えます。平成 28 年の４

月、来年度から健康福祉課の、少し組織の改変もありますので、新

しい組織になった中で、要保護児童の問題もありますので、組織と

してどういうふうな取り組みができるんだということを、１年間、

新しい組織の中で、実際運用しながら、重ねて検討してですね、こ

のヘルパー制度も導入するしないについては、１年間かけて検討し

て方針を決めたいというふうに思っておりますので、御了承をいた

だければというふうに思います。以上です。 

健康福祉課長（岡﨑省治君） 

   すいません、一言だけお話をさしていただきますと、その産前産

後のヘルパーの分については、１年間かけてということもあります

し、あと、行政だけでなくって地域の方々の見守りも含めて、どう

いうふうに、町全体で見守っていくというような形につなげれれば

一番いいと思いますんで、その点も含めて検討したいと思っており

ます。 

６番（松浦隆起君） 
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   ぜひ、これは必要だという視点を持って、できれば検討していた

だきたいというふうに思います。１年かけてということですので、

その結果を待ちたいと思いますが。確か、町長もこのヘルパー制度

は、できればやりたいということを言われていたようにも思います

ので、一番お母さんにとって負担のかかるのはこの時期ではないか

なぁと。先ほど申し上げました核家族等にとっては、その点が、産

んだ後どうしようという不安が、実際にある。その不安を、私に相

談してきた人は、それを打ち明けられた方から、こういう、数は多

くないかもわからないけども、こういう人たちに対する支援をする

ことで、佐川町がもっと子どもが産み育てやすい町になるんじゃな

いですかというお声でしたので、その重さもしっかり、できれば感

じていただいて検討していただければと思います。 

   この子育て支援策の発信とネウボラの点について、町長からもお

話がありましたが、やはりまだ、県下的にはまだまだの取り組み、

ネウボラは。佐川版ネウボラという形で、やりますよということを

やるだけで、多分これは大きな発進力になると思います。やってい

る内容は、そんなに違いはないと、佐川町が何か欠けているとかっ

ていうことではないと思いますので、ぜひ、そういう形で、佐川版

ネウボラという形のパッケージとして、包括支援センターという形

でつくっていただければ、それが発信になると思いますので、それ

もあわせて検討していただきたいと思います。 

   もう１点、産前産後のケアの取り組みとして、これも非常に有効

ではないかなと思っておりますが、メールを活用した産前産後のケ

アの取り組みであります。今、本町では防災メールといいますか、

佐川町からのメール配信が行われておりますが、それの特化したも

のだというようなイメージでいいと思います。この取り組みは、今、

全国で広がりを見せつつあるものであります。 

実際に行っている自治体の例を挙げながらお話しをしますと、妊

娠中の女性や乳幼児のいる家庭を対象に、赤ちゃんの成長に合わせ

たアドバイスをメールで届けるサービスであります。実施している

自治体では、利用者から喜ばれているというようなこともお聞きを

しました。出産や育児の不安を解消するとともに、相談相手のいな

い母親の孤立を防ぐ取り組みとして、非常に有効なものだと言われ

ております。 

例えば、この配信サービスに登録した妊娠 19 週の女性の方が受け
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取るメールの一例を言えば「今週の赤ちゃんは毛が成長する時期で

す」と。「頭にはうっすら髪の毛が生え、顔には眉毛があらわれてく

るでしょう」というようなものであります。この配信サービスを実

際に担っているのは、特定非営利活動法人きずなメール・プロジェ

クトというところでありまして、小児科医や助産師など複数の専門

家の監修を得て制作をしております。 

実際の実施の形態は、自治体が、このきずなメール・プロジェク

トと協働という形で行うようであります。主な対象は、妊婦と３歳

未満の乳幼児を育てる保護者で、利用者は無料で登録ができます。

このメールの内容は、妊娠中の場合、胎内の赤ちゃんの発育の様子、

食事などの生活面をアドバイス。出産後は、世話の仕方や予防接種

などの情報を提供をします。そのほか、各自治体の子育て支援に関

するイベント情報なども同時に紹介をします。 

妊娠中の母親は、また子育て中もそうですけども、出産や育児の

不安を解消するために、専門誌を読んだり、インターネットから情

報を得たり、さまざま努力をします。ただ、このインターネットの

情報はたくさんあり過ぎて、どれが正しいかわからなくなるという

欠点もあります。その点、自治体が配信するメールサービスであれ

ば、信頼できる情報が届くという安心感が生まれると思います。 

このメールサービスを実施することにより、妊娠中や子育て中の

女性が抱く孤立感に行政が寄り添うことになると、つながるという

ふうに思います。きずなメール・プロジェクトのホームページに、

このような箇所がございました。「情報弱者や孤立しがちな妊婦さ

ん・子育て中の女性にも届くきずなメールは、地域のセーフティネ

ットとして機能し、孤育てを予防します」と。 

今言いました孤育て、ここで言われている孤育ては、子どもを育

てるという字ではなくて、孤立の孤、孤独の孤ですね、その字に育

てると書いて孤育てというふうに書かれておりました。この孤立に

育てるという孤育てとは、子どもを育てる中における孤独のことで

あり、「夫や家族からの育児の協力が得られず、近くに助けてもらえ

る人もいない中で子育てをしている状態のこと。核家族化や働いて

いた女性が出産、子育てで仕事を離れたことで感じる疎外感などが

背景にあります。産後の女性の５人に１人がかかる可能性があると

いわれる産後うつや、０歳児に最も多い虐待死の陰には孤育てがあ

るという指摘もあります」ということも書かれておりました。 
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子育てにおける孤独に陥る女性を、お母さんを、１人にさせない

ためにもこのメール配信による産前産後ケアの情報提供体制という

ものを、強化を、ぜひ図っていただきたいと。そんなに費用がかか

ることではないと思いますし、現在、本町でも総合的なメールサー

ビスは行っております。今のこの時代は、一昔前というと、私が非

常に年寄りになったような感じがしますが、昔から比べると、情報

を取るのにはやっぱりインターネット、そして手元に置いて、こう

いうスマートフォンとかいうもので気軽にその場で情報を得る。で

すからＳＮＳやメールというものが非常に、お母さんたち、また我々

生活する中で非常に有効なツールになってますので、このメールを

通じて情報を届けてあげるということが、非常に価値的な取り組み

だというふうに思っておりますので、ぜひ、取り組んでいただきた

いと思います。この点について、お伺いをしたいと思います。 

健康福祉課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。現在のこういったメールを活用しての取り組

みついては、佐川町においては、子育て支援に特化したものはござ

いません。ただ、妊娠届けを提出していただく際に、いろんな情報

を、こちらもお渡しするわけですけれども、その中に、高知県が取

り組んでおりますこうちプレマ net というものがございまして、そ

れの御紹介のパンフレットはお渡しをしております。 

   これは、先ほど議員がおっしゃったような、個別の、例えば佐川

町個別のものではございませんので、一般的な相談に対応するとい

うような形になろうかと思います。先ほど御提案がありました細か

い支援の部分につきましては、現在は佐川町においては保健師が、

先ほども申しましたけれども、窓口対応から始まって、家庭訪問等

をこなす中で、いろんな相談を受けているという形になってます。

もちろん、やはりなかなかコミュニケーションの部分ではですね、

メールをやりとりという形は増えておりますし、その点も全国の取

り組みであるということでございますので、研究もしてみたいとい

うふうには思っております。 

   それから、うちが取り組んでおります全般的なメール配信システ

ム、これにどういうふうに取り組んでいけるのかどうかというもの

についても、まだ検討しておりませんので、その点も含めて、保健

師のそういった、いわゆる足で稼ぐといいますか、そういった部分

もプラスしてメールとそういうふうなものも活用しながら、やっぱ



 

81 

 

りお母さんといいますか、と保健師、行政が距離が近づけるように、

そういうな取り組みをしていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

６番（松浦隆起君） 

   今言われましたように、当然、保健師さんの方、担当の方、窓口

等でアドバイス等さまざまな支援をしていただいていると思いま

すが、妊娠中の女性の方、お母さんの方は、毎日毎日変化する自分

の状態や、体の状態や、いろんなことで不安になったり、いろんな

情報を本当に、あ、こんなになった、こんなときはどうなんだろう

ということが、不安になります。個人的に私も、ごく最近、そうい

う経験をしておりますので、横で見る中で、なかなかその窓口で聞

くということだけではなくて、日々いろんなタイミングでそういう

情報が入ってくる、今こういう状態、だから、あ、これなら安心だ

ねということで、本当にいろんな情報を本で読んだり、インターネ

ットで検索したり、気になったら、気になればなるほど調べ切るみ

たいなところが不安になればなるほどありますので、全体の予算か

ら言えばそんなに多くかかるものではないというふうに思います

し、窓口で相談を受けることも重要です。 

   ただ、そこへ行くまでの、今ちらっと課長も言いましたが、距離

感といいますか、気軽に、わざわざ行って聞くほどでもないけども、

こんなときはどうするんだろう、こんなときはどうなるんだろうと

いうことを知りたい、それが多分、実感だと思いますので、研究と

いうことから一歩進めていただいて、ぜひ、やる方向で検討してい

ただきたいと思いますが、町長も含めて、再度ちょっと答弁をいた

だきたいと思います。 

健康福祉課長（岡﨑省治君） 

   お答えをいたします。今現在は、御質問いただきまして、基本的

には必要な取り組みだろうというふうに思っております。ますます

こういったメールを活用したり、ＳＮＳを活用したりという世代に

なってきますので、そういう部分を含めて、なかなか具体的にどう

いうふうに取り組むというのは、お答えはできませんけれども、研

究を重ねていきたいと思っております。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。なかなか具体的な取り組みの話にな

りますので、課長のほうも答弁ありましたように、前向きに検討し
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ていくということになります。やはり担当者、保健師の皆さん、み

んなの考え方もあります。普段、どういう対応をしているのか、現

場でどういうことが起こっているのかということも、細かく私が微

に入り細に入り把握をしていられるわけでもございませんので、こ

の話におきましては担当課のほうでしっかりと議論を重ねて回答

を出してもらいたいというふうに思っておりますので、私のほうか

らもその方向で指導をしたいというふうに思います。以上です。 

６番（松浦隆起君） 

   課長も含めて担当の方は、本当に細かく真摯に向き合って仕事を

してますから、少し言い方がおかしいかもわかりませんが、個別の

窓口で相談を受ける、対応をするというところまで難しく考える部

分ではなくてですね、情報として各妊婦の方に情報を発信をしてあ

げると。こういうときはこうですよという、それがあって、それで

も不安だという方が保健師さんに相談するということになると思

うんですよね。 

   だから、そんなに、この取り組みはそんなに難しい、まして今メ

ールサービスを町の総合的なこともやってますから、その延長線上

だと思います。課長が先ほどから言われている、窓口で保健師さん

と取り組みをしてさまざまな支援をしてるというのとは、少し違う、

種類が違う。このメールで相談を全部クリアし、相談にのってます

よということの意味ではないですから。こういうときにこうですよ

という情報を逐一発信をしてあげる、不安を少しでも解消してあげ

るという日々の中で、身近な中でそういう取り組みでありますから、

課長の答弁では余り、少し前向きには私は感じなかったんですけど、

町長が前向きに答弁してるよというふうに言われたので、そういう

ふうにとらせていただいて、ぜひ、前向きに検討していただければ

というふうに思います。 

   先日、ＮＨＫにおいて、見られた方もたくさんおられると思いま

すが、超少子化というタイトルで、それをテーマに番組が放送され

ておりました。その中で、岡山県奈義町という町が紹介をされてお

りました。この町は、この約 10 年ほどの間に、合計特殊出生率を 10

年前の 1.41 から 2.81 と約倍の出生率へとＶ字回復をした町だとい

うことであります。 

   この町で行っている子育て支援策は、医療費の高校生までの無料

化、住宅支援、保育料の減額、子育て支援センターの設置、予防接
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種の無料化、それから雇用促進の取り組み、不妊・不育症治療費の

助成などでありました。この町は、これらの財源を確保するために、

非常に申しわけないことかもわかりませんが、職員の方の給与を平

均よりも低く抑える、そういった努力をしておりまして、とにかく

町を挙げて子育て世帯を徹底してサポートするという姿勢を貫い

ております。 

   ただ、今お聞きをいただいてわかりますように、取り組んでいる

支援策は、本町とそんなに大きな差はない。ほとんど同じようなこ

とを本町もやっている。では、どこが違うのかと。それは、個人的

感想で言えば、冒頭のネウボラでも言いましたが、子育て世帯を徹

底してサポートするという町の熱意を伝えるパッケージとしての

発進力にあるのではないかというふうに感じております。 

   この番組の中で、１人のコメンテーターの方が言われていたこと

が、ある意味非常に本質をついているのではないかなと感じました。

それは、こういう言葉でありました。少子化をなくそうと思って子

どもを産むわけじゃない、と。我々、行政や我々は、どうしても少

子化対策という視点で物事を見、判断しがちであります。そして子

育て支援策のメニューをそろえることで、対策をとっている気分に

なっているのかもしれません。これは私も含めて。 

しかし、本当に大事なことは、子どもを産み育てたいと思ってい

る人たちのその思いに寄り添い、その願いをかなえるために、行政

として何をするべきか、そういったことを真剣に考えて、そして最

大限の支援をする姿勢にあるのではないかというふうに思います。

その取り組みが、振り返ってみれば、結果として返ってくるという

のではないかなというふうに考えております。 

全ての子どもは、無上の尊厳性と可能性を持った、かけがえのな

いこの我が佐川町の宝でありますし、この子供たちを育み大切にせ

ずして、本町の未来はないと思います。そしてその子供たちを安心

して産み、安定した安心した環境で健やかに育てていただくために

は、お母さんやお父さんをこの町全体でしっかり支えていくことが

最も重要な点であります。 

ぜひ、そういった視点から、本日この子育て支援について質問し

ました内容について、再度、真剣に検討していただいて取り組んで

いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを

いたします。 
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それでは、最後３点目の質問に移らせていただきます。 

先ほどは、本町の未来を開く宝とも言える子供たちを育んでいく

ためにどうすればいいのかというお話をさせていただきましたが、

順序でいけば、まずその前段として、まず結婚というものがござい

ます。それぞれ別の人生を歩んで来た２人が同じ人生をともに歩ん

で行くことを決めて、２人で歩む新たなスタート地点が結婚と言え

るのではないでしょうか。そしてその証となるのが婚姻届だと言え

ます。 

今、その婚姻届を、記念となるようなものにしよう、その日のこ

とをいつまでも思って、それぞれの原点にしてもらおう、御夫婦の

原点にしてもらおうという取り組みが、多くの自治体で行われてお

ります。また、その動きは行政だけではなくて、民間にも広がりを

見せております。今からお聞きをいたします記念用の婚姻届は、記

念用としてのものや、少し工夫を凝らし、地域性を生かした御当地

婚姻届という形で取り組まれているものもあります。 

この記念用の婚姻届について実施している自治体の例を挙げなが

ら少しお話をしますと、山梨県中央市では、婚姻届はＡ３版で、２

枚の複写式となっておりまして、１枚目は市の窓口に提出をし、２

枚目を切り離して持ち帰ることができます。この２枚目には、２人

の記念日を３つ記入できる欄と、写真を張れるスペースがございま

す。この婚姻届の、サーモンピンク色の外枠のデザインなんですけ

れども、これは、その市役所の若手の女性職員さんによるものであ

りまして、市の商工会のゆるキャラ、とまチュウというものや、市

のシンボルの桜やレンゲ、特産品のトマトやトウモロコシというも

のが描かれております。 

また、正式な届け出には使用できませんが、記念として手元に残

してもらうために、お互いの呼び方や思い出の場所、プロポーズの

言葉なども記入できる記念用の婚姻届を配布したり、ホームページ

でダウンロードできるようにするなど行っている自治体もございま

す。例えば、こういう、これは届け出はできませんけども、こうい

うものを本人にお渡しをして、本人が記念として持つと。 

また、丸亀市では、大空に舞い上がる２人を丸亀市民が祝福をし、

観光名所の丸亀城、特産の骨つき鳥、丸亀うちわなど、描かれてい

る御当地婚姻届を作成をしております。ちなみにこの婚姻届は、ほ

とんどの自治体で提出が可能になっている。これはＡ４サイズです
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けども、こういうカラー刷りの、これをＡ３の正式な婚姻届として

提出ができるというようであります。 

もう１カ所紹介をしますと、今は県外、遠いところの話でしたが、

お隣の日高村で、昨年の６月定例会において議員からの要望を受け

て、７月から記念の婚姻届の配布が始まっております。この記念の

婚姻届は、通常の提出される婚姻届を独自にデザインした透明シー

トにはさんで、カラーコピーをして作成をしております。右下には、

夫から妻へ、妻から夫へ、というメッセージが、夫婦の誓いを記入

できる欄があり、ゆるキャラのもへいくんとサラちゃんがデザイン

をされております。これも、日高の方からいただきましたが、こう

いうもとの原本に書いたものをシートにはさんでコピーする。わざ

わざこういうものは別に書かないといけませんけども、こういう形

のものは本人が書いたものを複写するなりして、またこれはシート

にはさんでコピーすることによって１枚を手元に残せるという形に

なっております。 

ちなみに冒頭で、民間にも広がりを見せているというふうに言い

ましたが、ある結婚情報誌の会社が自治体とコラボする形で、窓口

で提出をできる全国のコラボした自治体の御当地婚姻届を作成をし、

ダウンロードサービスをできるということを行っております。また、

その延長で、旅行会社と今度はコラボをし、自分の好きな町の婚姻

届を、実際にその町に行って、提出をするというパック旅行も企画

をされて販売をされております。 

以上、もろもろ申し上げましたが、本町においても、佐川町で結

婚をされる御夫婦を最大限にお祝いをし、歓迎をする思いで、記念

の御当地婚姻届を作成をし、ぜひ取り組んでいただければと思いま

す。こういった地道な取り組みも、本町へ愛着を持っていただいて

住み続けていただけることにもつながる、そういった１つの取り組

みになるのではないかなと思っております。また、町外へのアピー

ルにもなるのではないかと思いますので、以上の点について、お考

えをお伺いをしたいと思います。 

町民課長（麻田正志君） 

   松浦議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。今、

松浦議員からお聞かせいただいたお話の内容や、他の市町村の事例

等も参考にいたしまして、町独自でちょっと検討、作成いたしまし

て、配布するようにしたいと考えております。 
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６番（松浦隆起君） 

   わかりました。早速取り組んでいただけるというお話でございま

す。 

この記念に残る婚姻届を実施している自治体では、例えば、この

記念の写真というものを撮影できるように、ボードを作成をして、

それへ婚姻届を張って、一緒に写真を撮影をすると。そういった希

望者には、職員の方が、持って来られたカメラで撮ってあげるとい

うことをしているところもございますし、記念品を贈呈をしている

自治体もあるようであります。あわせて、これも検討もお願いをし

まして、私の本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

議長（藤原健祐君） 

   以上で、６番、松浦隆起君の一般質問を終わります。 

   ここで 35 分まで休憩します。 

 

   休憩  午前 10 時 20 分 

   再開  午前 10 時 35 分 

 

議長（藤原健祐君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、一般質問を行います。 

   ２番、坂本玲子君の発言を許します。 

２番（坂本玲子君） 

   おはようございます。２番議員の坂本です。どうぞよろしくお願

いいたします。質問に先立ち、一言所見を述べさせていただきます。

川崎市の介護つき老人ホームの転落事件は、大きな衝撃とともに伝

えられました。介護職場だけにとどまらず、保育職場、そして病院

職場、現場を受け持つ職場では、多くの困難を抱えながらも目の前

の子どもやお年寄り、病人のためにベストを尽くしています。 

   それらの仕事は、人の命を預かり、守って行くという大切な使命

があります。しかし、介護、看護、保育施設では、慢性的な人手不

足が続いています。どうしてなのでしょう。問題なのは、そこで働

く人たちが誇りを持ち安心して生活できるような労働条件になっ

ていないということです。若者、子供の貧困も大きな問題になって

います。安倍首相は同一労働、同一賃金の法制化を進めると明言化
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し、非正規職員の待遇改善は待ったなしの重要課題だと述べていま

す。 

   1982 年、15.3％だった非正規職員が、2015 年には 37.5％にまで

伸びています。そして、非正規職員の多くが正規職員化を望んでい

ます。10 人のうち４人までが非正規職員という現状は悲惨というほ

かありません。若者が臨時雇用や派遣労働だった場合、低賃金であ

ると同時に、雇用が不安定です。将来に不安を感じるのは当然で、

結婚して子供を産み育てる余裕があるでしょうか。 

   これは、労働者派遣法が 1986 年に制定され、1999 年には派遣業

種が拡大されるなどの改正も大きな要因ではないかと考えます。そ

れまでは終身雇用だった形態が大きく変わり、もうけのためなら労

働者を安く使っていいという風潮が形成され、若者たちが正当な職

場を奪われていきました。本当に、若者や子供の貧困を解消しよう

とするならば、同一労働、同一賃金はもちろんのこと、非正規職員

の正規職員化を目指し、労働者派遣法の廃止を含めた検討をしてい

く必要があるのではないかと思います。 

   また私が、以前、議会で取り上げました臨時職員の待遇改善、同

一労働、同一賃金の原則に従って、佐川町でもしっかり取り組んで

いただきたいと思います。 

   では、質問に移ります。質問の順番を変えて、まず、放課後子ど

もプランについてお伺いします。 

   高知新聞に、県の予算案点検の記事がありました。記事によりま

すと、尾﨑知事は、県総合教育会議で、貧困の連鎖を教育で断ち切

る取り組みが一層求められると話し、今回の予算案でもその実行の

ための予算となっているということが書かれています。 

   佐川町では、その放課後等における学習支援事業をいち早く取り

入れて実施しています。さすが佐川町は子供のことを大切に思って

くれているなと感じたことでした。記事の中で、尾川小学校の濱田

校長は、学ぶということは拷問のように基礎をたたき込めばいいと

いうものではない。内発性を引き出すようなやり方が必要です。と

発言しています。じっくりと向き合う中で、わかった、できたとい

う喜びがあるとき、本当の学びになるとも書かれています。本当に

そのとおりだと思いました。 

   さて、今年度から、放課後児童クラブの時間帯が広がり、開催日

が増加し、冬休みなども実施されるようになり、保護者からは感謝
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の声が聞こえてきました。子供教室でも夏休みの開始時間が早くな

ったとのことで、働いている保護者は喜んでいます。 

   ところで、来年からも、クラブ、教室でもそれを続けていくとい

うふうに理解してよろしいでしょうか。 

教育次長（吉野広昭君） 

   おはようございます。次年度以降も児童クラブ、子供教室ともに

続けていってですね、なお、徐々にではありますけど、まだ課題が

残っておることも認識しております。こちらのほうにつきましても

ですね、一足飛びにはまいりませんかもわかりませんが、解消して

いきたいと思っております。 

２番（坂本玲子君） 

   ありがとうございます。子供教室に通っている方に、どんなとき

に困るのか、をお聞きしました。そしたら、振りかえ休日のときや

冬休み、春休みなどが困る。せめて小学３年生くらいまでは見ても

らえると安心して働けると言っていました。児童クラブは、振りか

え休日のときにも開催されていますが、子供教室は開催されていま

せん。国も、放課後子どもプランとして全ての子供たちの放課後や、

週末の、安全で安心して活動できる場として両事業の充実を図るこ

とが大切だと述べています。 

   しかし、斗賀野や尾川、黒岩では、両親が働いている家庭にとっ

ては、クラブがないことにより冬休みや春休み、振りかえ休日の日

など、子供を放置するしかないという御家庭があります。生徒の人

数が足りなくて、クラブにはできない。それゆえ、教室はクラブと

しての機能も必要とされているということは容易に理解されます。

それについては、どう認識されていますか。 

教育次長（吉野広昭君） 

   お答えいたします。保護者の方から、そういった御要望があると

いうことは認識しております。そちらについてもですね、課題とし

ては認識して、先ほど申し上げましたとおり改善をする方向で検討

さしていただきたいと思っております。 

２番（坂本玲子君） 

   すばらしい認識があるということで、ということは、時間帯とか

冬休み、春休みも含めて、それを前向きに検討するという意味でし

ょうか。 

教育次長（吉野広昭君） 
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   検討をするということで、認識で構いませんけれども、とりあえ

ずですね、当面、先ほど言われました長期休暇、並びに振りかえ休

日のうちでですね、春休みについてはですね、今年度から試行的に

４日間にはなりますけれども、開所する予定をしております。 

２番（坂本玲子君） 

   以前に、このことについて私が質問したときに、校舎内に子供教

室があるので、教員がいないときの開放は難しいとのお返事があり

ました。 

しかし、例えば斗賀野小学校では二棟に分かれていまして、現実

的に、子供教室の方が鍵を持っていると聞いていますし、また尾川

も別棟だとお聞きしています。黒岩でも夜間や休日、体育館を開放

しています。そういう意味では、その独立、ある意味できる場所が

あるということで、春休みだけでなく冬休みについても検討してい

ただきたいし、今現在、いろんな地域支援、学校支援地域本部事業

とかいろんな事業がありますので、放課後子ども教室だけというこ

とで限定するのではなくて、いろんなところを利用しながら、本当

に困っている、放置されている子供をどうしたらいいのか、居場所

は必要と思っているのか、どうなるか、どうしたらできるかを、ぜ

ひ前向きに検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

教育次長（吉野広昭君） 

   お答えいたします。学校施設のほうにつきましてはですね、なお

もう１回、といいますかね、学校のほうとも話をしてですね、ちょ

っと検討させていただきたいと思っておりますがですね、実はです

ね、子ども教室並びにですね、児童クラブのほう、小学校で行うわ

けですけども、今年度以降というかですね、長期休み、夏休み、来

年度の２学期ですね、２学期まではですね、非構造部材の耐震化工

事が予定しております。長期休暇中にはですね、かなり集中的に工

事も行われると思いますので、若干ですね、例年のような形よりは

ですね制約が、正直なところ出てくると思います。 

   またですね、子供のですね、居場所づくりにつきましてはですね、

確かに御指摘のとおりですね、議員さんの言われるとおりですね、

行政であるとかですね、学校であるだけの問題ではなくてですね町

ぐるみの課題になっておると思います。 

   今後はですね、地域でですね、それぞれの地域で子供さんのです

ね、居場所づくりに取り組むというふうなことも考えてまいりたい



 

90 

 

と思っております。以上です。 

２番（坂本玲子君） 

   ありがとうございます。いろんな事情があり、もちろん一足飛び

にはいかないと思いますが、前向きに検討していただいているよう

でうれしく思います。 

   その、いろんなお聞きした中では、例えば佐川小学校の体育館な

ども利用できたらいいのに、なかなか利用が難しいとか、いろんな

声を聞きますので、ぜひですね、そこで働いている職員の方から、

その実態を聞いたり、御父兄の要望を聞いたりしながら、子供たち

の最善のために頑張っていただきたいと思います。 

   次の質問に移ります。 

   次の質問は、学校現場の業務改善についてです。全国的に教職員

の業務が多忙化し、病休者が増加。教職員の職務にかかわる時間的、

精神的負担の増大が問題視されています。文科省が平成 18 年度に

実施した教員勤務実態調査集計報告において、教職員の時間外勤務

が恒常的になっている実態が明らかになりました。 

平成 23 年度には病休者が 8,544 人、そのうち精神疾患が 5,274 人

となっており、精神疾患での病休者が 60％を超える状態が続いてい

ます。教職員の負担率が高いのが、国や教育委員会からの調査やア

ンケートへの対応。これは 80％を超えています。また、保護者や地

域からの要望や苦情への対応も高くなっています。 

それを改善するため、平成 27 年 11 月、学校現場における業務改

善に関するガイドラインが文科省から出されました。学校生活で最

も大切な、教師が子供と向き合う時間を保障していく必要があると

いう観点から出されたものです。これについては御存じでしょうか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。学校現場における業務改善のガイドラインに

つきましては、教員の多忙化が指摘されているといったことを踏ま

えまして、教員が子供と向き合える時間を確保し、教員一人一人が

持っている力を高め発揮できる環境を整えるために、各教育委員会

における学校現場の業務改善に向けた支援に資するガイドライン

として文部科学省が作成したものと承知しております。以上でござ

います。 

２番（坂本玲子君） 

   現場のことを十分御存じだと思いますが、大体どういう仕事が多
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くて大変、ていうことはわかりますでしょうか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。先ほど議員さんもおっしゃられましたように、

やはり１番教員が多忙に感じておりますのは、国、教育委員会等か

らの各種調査もの、それへの対応が負担に感じておるというふうに

なっております。また２番目に多い負担率としては、研修会や教育

研究の事前レポート、こういったものへの対応。そして３番目には、

保護者、地域からの要望あるいは苦情等への対応、これが負担率の

高い上位３つということになります。以上でございます。 

２番（坂本玲子君） 

   本当にそういうアンケート結果になっていますが、そのほかにも、

生活指導、個別指導、補習課程、保護者への対応、部活動、野外活

動、体験活動、運動会、記録会、コンクール、研究活動、それから

初任者研修とか、本当にさまざまなことで、本当に子供と向き合え

ない時間がたくさんになっているというふうに、私も聞いておりま

す。 

   私も学校にお邪魔することがあるんですが、夜間であってもほと

んどの先生方がまだお仕事をされています。佐川町での教職員の病

休者の数、精神疾患の数、勤務の実態はどのようになっていますか。 

教育長（川井正一君） 

   まず、病休者でございますが、本年度につきましては小学校で１

名。小中学校合わせて正教員が 102 名おりますが、そのうち１名が

本年１月から３月まで病気休職を取得しております。また、精神疾

患ということでございますが、いわゆる持病により何ヶ月かに１回、

定期的に病院に通院しておるという教員が何人かいることは承知

しておりますが、精神疾患で定期的に通院しているという職員はい

ないというふうに承知しております。 

   それから、勤務の実態でございますが、先ほど議員さんおっしゃ

られましたように、さまざまな学校、教員、仕事を抱えております。

そういった中で、勤務実態としましては、学校や個々の教員によっ

て差はございますが、おおむね６時ぐらいまで勤務している教員が

多く、中には午後８時ぐらいまで勤務している実態もあるというふ

うに承知しております。以上でございます。 

２番（坂本玲子君） 

   ありがとうございます。そのアンケートが非常にね、多いという
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ことですが、国でも調査の精選などに取り組むというふうに方針を

決めていると聞いております。私が勤務していましたころも、うん

ざりするほど調査がありました。それもアンケートを出す部署の違

いで、同じような調査が重なってくる。どうして同一の様式にしな

いかと疑問を持ったことがあります。 

   教育委員会では、ある程度把握して様式を改める、あるいは簡単

にできる方法を模索する。国や県に要望するなどの手立てはしてい

るでしょうか。また各種の調査、アンケートは、年間大体どれぐら

いありますか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。私ども教育委員会から学校現場に、定期的に

調査アンケートしているものはございません。基本的には、全て国、

県からのアンケート調査ということになります。私どもが学校現場

に何か出していただくということになれば、多分予算関係、予算編

成のときに、さまざまな資料を出していただく、そういったことが

一番多ございまして、私どもが特に定期的にというようなことはや

っておりません。 

   ただ、国、県からのアンケートにつきまして、まず、県教委から

は年度初めに各学校に対しまして、今年度１年間、こういう調査が

何月にはこういう調査というような一覧表が送られてきて、それを

見て、学校としては計画的にそれに対応するというふうなことはや

っております。 

   また、国からの調査ものになりますと、特に今、教育再生実行会

議等々でさまざまな教育改革を検討されております。また、そうい

った中で、いろんな調査ものが市町村教委へおりてくる、というの

がございます。それからまた国の委託を受けた大学等からも、いろ

んな調査ものが私ども教育委員会にも来ます。それが、中身的には

学校に聞かないとわからない部分もあり、そういった場合には学校

に調査をお願いするということはございます。 

ちょっと、調査の年間の数というものに対しては、ちょっと具体

に承知しておりませんが、県に対して私ども市町村教育委員会で組

織する高知県市町村教育委員会連合会という組織がございます。そ

ういった組織を通じて、多忙化の実態調査でありますとか、あるい

は、市町村合同での、県教委と市町村合同で検討委員会を立ち上げ

て、多忙化解消に向けた取り組みを推進してはどうかと、そういっ
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た要望を昨年 27 年度の夏ごろに、県教委に対して要望としてお願い

もしたというな取り組みもしております。以上でございます。 

２番（坂本玲子君） 

   普通に考えてもですね、小学校では日中常時子供がいます。放課

後も困難を抱える子どもたちへの指導があります。どう考えても、

授業の準備や成績処理、あるいは報告等の時間を確保することが困

難になります。仕事量の絶対量を減らすか、人員を確保して分担を

するか以外には、なかなか解決できないと予想されています。 

   アメリカやイギリスでは、教員以外の専門スタッフの数が 43％、

日本は 20％にすぎません。教員１人でその分も抱えていますから、

恒常的な長時間労働になっていることは明らかです。中学校になり

ますと、それ以外にクラブ活動の指導が入ってくると。 

私の知人で、運動クラブの顧問になっている方がいますが、毎日

遅くまで練習がある。それだけではなく、土日には、練習や他校と

の練習試合、県下での大会などがあり、週７日勤務のようになって

いる方がいます。 

やっぱりそういう意味でも、町が県全体で話し合い、一斉にどう

やるか、考えていくべきだと思いますが、先ほど、その点について

はそういうことを要望をして、これから県全体で取り組むというふ

うに理解してよろしいでしょうか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。先ほど申し上げましたのは、実は、県教委に

対して２年連続私どもの、高知県市町村教育委員会連合会から要望

しておるところでございます。それについて、回答も県教委からい

ただいておるんですが、具体的に、県教委から、来年度からそした

らそういった検討会を立ち上げましょうという、そこまでの前向き

な御返事はいただいておりません。 

   県教委の言い方でいけば、国が、先ほど坂本議員さんがおっしゃ

られましたガイドラインが示されたので、まずガイドラインに沿っ

た取り組みをまずやってくださいと。そういったことも見ながら、

今後検討、みたいな返事でございますが、なお、私どもとしては、

当然ガイドラインに沿って、各学校長さんと十分協議しながら、や

れることからやっていくということは１つ大事だと思っておりま

す。 

そして、一方、やはり高知県全体で、業務多忙化解消に向けたガ
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イドライン的なものが、ガイドラインよりさらにマニュアル的なも

のができれば、非常に学校現場全体におろすにもありがたいやり方

だと思っておりますので、そういったことについては、今後も粘り

強く県教委に働きかけをしていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

２番（坂本玲子君） 

   県にしっかり働きかけてくださっていると。昨年度、そういうガ

イドラインが出ましたので、県もきっと今年度は取り組むんじゃな

いかと思いますが、そのいろんなモデル校がありまして、その中で、

ノー残業デーやノー部活動デーなどの取り組みをして、仕事量を調

整をしているというふうなところもありますが、県に言うだけでは

なくて、町独自でもいろんな取り組みが必要だと思いますが、町で

できる取り組みとは何だと思いますか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。できることで、もう既にやっておる部分もご

ざいます。１つは学校の管理運営規則の見直しをしまして、学校権

限の裁量の拡大ということは１つやってまいりました。従来、教員

の、例えば出張でありますとか休暇も、長期にわたるものについて

は市町村教委に届け出が必要であったり許可をもらう必要がござ

いましたが、もう学校に関することはもう全て校長先生の権限にお

ろすということで、そういった面での学校権限拡大には１つ取り組

んでおります。 

   そしてもう１つ大事なことは、いわゆる学校だけでなかなか解決

できない問題も多々ございます。そういった意味で、外部の力をお

借りするということが大事ということで、スクールカウンセラーあ

るいはソーシャルワーカーを、今、佐川町では配置を各校にしてお

りますし、また近年、学校支援地域本部事業も導入してきました。 

そういったことを通じて、地域の力をお借りする。さらには、尾

川小中学校につきましては、コミュニティスクールということで学

校運営そのものに地域の方にかかわっていただく、そういった取り

組み。そして先ほど御紹介いただきましたように、放課後の学習指

導においても、外部の力をお借りする。そういったことを今までや

ってきてますので、今後そういった取り組みをさらに拡大するとい

うことも必要ですし、それから学校の教員だけで、今、さまざまな

ことをやっておるわけなんですが、事務との連携、これも非常に重
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要でございます。 

学校事務の事務職がどうやって教員の多忙化の解消の一助になれ

るのか、という視点も非常に必要でございまして、今、佐川町では、

ルート 33 広域事務支援室というのを、日高村学校組合、佐川町、越

知町、４つの教育委員会合同で広域の事務支援室をつくっておりま

す。そこに、室長として事務長を置いてます。この事務長の、今、権

限拡大で、今まで学校長が決済していたある部分については、その

事務長決済でいくように、というなことで、学校の権限の負担感を、

今までやってきた事務の負担感の解消、そういったことにも取り組

んでおりまして、今後さまざまなこと、特にガイドラインでも言わ

れておりますマネジメント研修の必要性もあります。 

これは県の教育センターで管理職を中心に、また若手から早い段

階からやらないかんということで、そういった研修の強化も図って

いただいておりますし、さらには、管理職として従来は校長、教頭

だけでしたが、主幹教諭の配置、そういったことも県下的に拡大し

てきておりますし、佐川中学校にもそういった主幹教諭を入れると

か、総合的にさまざまなことをやってきてはおるんですが、ただ、

こう体系的に、そしたら多忙が解消に向けて一定の方向性を持って

やってきたかと言われると、そこはちょっと弱い面でございまして、

今後、国のガイドラインなんかを参考にしながら、やはり対外的に、

ひとつ方向を定めて取り組む必要があるんではないかと思っており

ます。 

そういった点で、今後学校とも十分協議しながら、進めていきた

いと思っております。以上でございます。 

２番（坂本玲子君） 

   本当に佐川町はですね、たくさんのことに取り組んでいただいて

いるし、病気の人の数も本当に少ない。先生方にお聞きしますと、

佐川町は働きやすいというふうな声も聞いております。やっぱり、

先生方が働きやすい場所でないと、子供たちがすくすくと育ちませ

ん。ぜひですね、この先生方のサポートを含め、子供たちが健やか

に育つことができるような支援、体制づくりをこれからも進めてい

ただきたいと思います。 

   その業務改善の取り組みをするとですね、かえって業務量が増え

て、さらに多忙化を招くんではないかという危惧があるかもしれま

せん。モデル校として取り組んだ兵庫県の教育委員会の教育長は、
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報告の中で、プロジェクトチーム会議で出された意見として、忙し

いという理由で取り組まなかったことが、もっと自分たちを忙しく

させているという現状認識がなされたと書かれています。 

   まず教育委員会が先ほどおっしゃられたとおり問題意識を持っ

ていただいて、現場の意見をしっかりと聞いて、専門家を交えての

検討を重ねて、前に向いて一歩を踏み出すことが必要と考えます。

ぜひ頑張ってやっていただきたいと思います。 

   国民教育文化総合研究所が、多忙化解消に向けての提言を出して

います。その中で、多忙化解消には、教職員の職務と勤務環境の見

直しが必要である。そのため、①学校の役割の明確化、②教員の職

務の精選・見直しと学校運営の効率化、③教職員配置の基準改善、

④休憩時間の確保と年次有給休暇の取得促進の方策、⑤労働安全環

境の整備などを積極的に進める、などが書かれています。これは国

レベルでの提言ですので、一町村ではいかんともしがたいところも

あると思いますが、そういう本当に必要なことを国や県に向けて発

信をするのも町の教育委員会の仕事であると思います。 

また、佐川町でも検討委員会を立ち上げるなどして、どうすれば、

より業務改善ができるのか、多忙化解消できるのか、一歩進めてい

ただけるように、そして教員が子供たちと向き合う時間を保障でき

るよう努力していっていただきたいと思います。 

そういう意味で、これに対しての取り組みの決意表明じゃないけ

ど、そういうふうな、どんなに、今後するつもりなのかを含めてお

答えいただければと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。この教員の多忙化の問題につきましては、実

は、佐川町の教職員団体の職員の皆さんからも要望いただいており

ます。毎年１回、皆様方と私とで話し合い、交渉というそんなおっ

こうなことじゃなくて、話し合いをしておるんですが、その中で、

やはり生活、健康、労働条件、その中で特に多忙化解消に向けた取

り組みをしっかりやってほしいということも受けております、要望

を。当然、教職員の皆さんの本来の勤務時間というのは、朝８時 15

分から夕方の午後４時 45 分までですので、それで終わるのが本来

あるべき姿だと思っております。ただ現実としては、なかなかそう

いうことにはならないという現実が当然ございますので、ただそう

いった中で、学校と十分連携しながら、まず教育委員会がリーダー
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シップも発揮しながら、できることからしっかりやっていきたいと

思っております。 

   毎月、校長会も開催しております。校長会で、今、いろんな協議

を、ただ連絡事項をするための校長会ではなくて、いろんな協議を

する、今、校長会にしております。佐川町の教育で、こういったや

り方をやったらどうかというなことも含めたいろんな、校長会で話

もしておりますので、多忙化解消に向けて、今、それぞれの学校、

そしたら何ができるのか、そういった細かい点も詰めながら、今後

しっかり取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 

２番（坂本玲子君） 

   本当に校長会とかいろんな会の中で、何ができるのか、どうした

らもっとよくなるかを前向きに話し合いをされて、どんどん、みん

なの先生が佐川町へ来て働きたいと思うような職場をつくってい

ただきたいと思っております。 

   では、次の障害者問題についてお聞きします。 

   先日の新聞記事に、生活に苦しむ人の割合を示す相対的貧困率が

載っていました。その中で、障害者では、その相対的貧困率で貧困

に当たる方が 25％を超え、４人に１人が貧困状態であることが慶応

大研究グループの調査でわかりました。 

   障害のない人の数値に比べ、約２倍だったと書かれています。貧

困からの脱出には、就労が有効であることがうかがえ、本人や家族

の就労を後押しする施策がもっと必要だと教授は述べています。佐

川町では今後、10 年を見通した壮大な総合計画が作成されました。

その実現に向けての平成 28 年度は、第一歩の年になります。 

   以前、障害者の施策についてお伺いをした折、28 年度からは、ま

ず障害児の長期休暇中の居場所づくりや移動支援についてやって

いくとのお答えがありました。長期休暇中だけでなく、ショートス

テイや放課後の居場所づくりは、障害のある子供のいる家庭にとっ

て、切実な要求であり、大切な施策です。 

   佐川町の民間の支援グループでは、早朝、学校のバスが迎えに来

るまでの時間や送迎の支援、長期休暇中、日中支援を利用するが、

その迎えに間に合わない両親などのサポートなどが実際にありま

す。御家庭では、両親だけでなく祖父母の協力を得てやっていても、

祖父母が高齢になり頼めなくなり、その祖父母にも援助が必要にな

ってきているという二重、三重の困難もあります。 
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   また、養護学校に通っている子供が、放課後とデイサービスを利

用しても、保護者の迎えの時間がそれ以上遅くなり、そのすき間の

時間をどうするか、そういうところで困っている方からの相談もあ

りました。 

一方夏休み、児童クラブが始まるまでの早朝の支援は、平成 27 年

度から、放課後児童クラブの開始時間を早めていただいたことで、

支援の必要がなくなりました。徐々に施策が充実してきて、うれし

いなと感じています。 

   また、２月からは、ファミリー・サポート・センターができ、保

護者が困ったとき援助できるようになったことも大きな前進だと

思います。 

   そこでお伺いします。まず平成 28 年度、どのような形で障害者の

長期休暇中の居場所づくりや移動支援をやっていくつもりなのか、

お答えください。 

健康福祉課長（岡﨑省治君） 

   坂本議員の御質問にお答えいたします。この障害者を取り巻く問

題、課題につきましては、さっきも坂本議員おっしゃっていただき

ましたように、貧困の問題、特に、やはりそういう背景には保護者、

親御さんの就労がなかなかできにくい、できたとしても大きな賃金

につながるような仕事につけない、それから送迎の問題であるとい

うふうないろいろな背景があるというふうに考えております。 

その中で、佐川町におきましても、平成 27 年度自立支援協議会、

この中で、障害者計画、障害福祉計画の進捗を管理していく中でで

すね、特に、早急に取り組まなければならない課題として、先ほど

おっしゃいました障害児の長期休暇支援の問題、それから移動支援

の問題、これを先行して具体的に話を進めていこうということで、

専門部会のほうで数回、話をさせていただきました。 

その中で、一定の結論としましては、放課後の子供さんの長期休

暇の支援につきましては、現在までは例えば、日中一時支援事業と

して、さくら福祉事業所さくらんぼというところでお預かりすると

か、あるいは長期休暇中であれば、教育委員会の放課後子ども教室

等を利用するという形でやっておりますが、その中でやはり、特に

重度の子供さん、重度の障害がある子供さんの受け入れについては、

なかなか厳しい状況があると。 

常に、その会の中でもですね、複数、大体、潜在的なニーズも含
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めていくと、５名から６名程度は今現在も、なかなか利用はかなわ

ない子供さんがおいでるんではないかという話がありました。そう

いったところを受けて、なかなか課題はいろいろありますけれども、

やはり町として一歩踏み出すにはですね、例えば、障害の福祉施策

で行っています障害児休暇支援事業、これを予算化をして各障害福

祉サービス事業所であるとか、いろいろなところと連携をして取り

組んでいくべきであろうという、協議会からの話がありました。そ

れを受けて、平成 28 年度予算には、相応の予算案として計上させて

いただいております。 

ただ先ほども申しましたが、課題がいくつかあります。人材をど

ういうふうに配置していくか、それから実施場所についてもまだ決

定ができておりません。そういったところも含めてですね、予算案

は出さしていただいておりますけれども、今後、具体的にですね、

事業所等と継続的に話をしていくことが必要になります。 

それが、長期休暇中の居場所づくりについての今現在の状況です。 

移動支援につきましては、これも自立支援協議会のほうで話をさ

していただきまして、先ほど坂本議員がおっしゃっていただいたよ

うな、すき間というか、そういった部分のですね、送迎、制度に乗

らないよう、なかなか、ことがあって、非常に困っているというよ

うな実態があります。今までは、そういった方々については、いろ

んなボランティアの方々、支援をしていただいたんですけれども、

やはりこれも制度としてきちっとやはりやっていかないと、なかな

かボランティアさん等だけではなかなか難しいということが出てき

まして、これについても平成 28 年度にですね、予算案として予算を

拡充する移動支援、障害者の移動支援事業の中に、予算拡充をさし

ていただいております。 

これにつきまして、今まで移動支援事業というものはありました

けれども、実際は、障害福祉サービスを提供していただける事業所、

これは県の指定になりますけれども、ここの登録が必要であったり

とか、いろんなそのマンツーマンの支援であったり、人的な、どう

言いますか、確保が必要であるということで、なかなか事業所、こ

れを事業に取り組んでいただける事業所がこの近辺ではありません

でした。 

そういうところで、やはりただ困っている方への支援ということ

であれば、これも町独自で何とかできないだろうかということを、
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今、協議を重ねております。 

特に、今困っている方々についてはですね、例えば、施設へのシ

ョートステイへの送迎の部分では、なかなか御家庭で送迎ができに

くい家庭もおいでます。そういったところでは、日々、例えば、高

知市内の施設に預けた場合、日々保育園へ、町内の保育園へ送迎を

しなくてはなりません。そういった毎日毎日の送迎をですね、どう

いうふうにカバーしていくかというな、具体的に話を今しておりま

して、先ほどの障害者の移動支援事業として、きちっと、県の指定

にのっとった形でなくても、受けていただける事業所があればです

ね、町内に、そういったところと、今、話を進めております。 

例えば、付き添いがなかなかなくてもですね、車両だけの送迎で

何とか対応できる子供さんについては、そういった対応できる事業

所に委託をするとかですね、そういった形で、今、具体的に事業所

と協議を進めております。そういった状況でございます。 

２番（坂本玲子君） 

   ありがとうございます。佐川町の行政の中で最も忙しい課の１つ

が健康福祉課ではないかと思うのですが、職員の皆さんが非常に生

き生きと働いておいでます。そのすばらしいのは、その視点が町民

一人一人の生活や困難に向き合っているということです。 

   長年の課題だった移動支援が、今年度何とか出発できるようにな

り、また長期休暇中の居場所づくりも前向きに検討してくださって

います。本当にありがたいことだし、佐川町が、みんなが幸せにな

れる町、みんなが住みやすい町、住み続ける町であるためには、も

ちろん健常な子供たちや、大人もそうですけれども、障害を持った

方々も、そういう佐川町に住み続けられるような施策の充実が必要

だと思います。 

本当に前向きにやっていただいて、頭が下がる思いがいっぱいで

すが、まだまだですね、グループホームとかショートステイとか、

いろんな問題があります。前回言いましたけれども、佐川町には、

就労継続支援Ｂ型が２カ所、生活介護１カ所、共同生活援助、グル

ープホームが 19 名が２カ所。日中一時支援１カ所、居宅介護ホーム

ヘルパーが４カ所あります。 

ところが、ないこともいっぱいありまして、ショートステイはな

い、入所施設はない、障害児通所支援なし、地域活動支援センター

なし、福祉ホームなし。ないないづくしです。やっぱり佐川町民と
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して住み続けられるような施策を、ぜひこれからも前向きに検討し

ていただいて、安心して住める町をつくっていただきたいと思って

おりますが、今まだ長期休暇中の居場所づくりについては検討中だ

とお伺いしましたが、本当に人材がいないっていうのは、特に、障

害者施設では、労働条件が厳しくて、なかなかやり手がいないと。

本当に、資格は取っても条件が悪いために別の職種についている方

もたくさんいます。 

そういう意味でですね、そこで働いて、希望を持って働けるよう

な、そういう施策も必要だと思いますし、それから時間帯なんかも、

今、例えばさくらんぼでしたら、朝の８時半ごろから５時半ぐらい

まではやってくれていますが、お母さんが５時過ぎまで仕事やった

ら、どうしても迎えが間に合わないと。けれども、その一時支援の、

日中支援の料金は４時間までとか、８時間以上とか、そういう時間

で大ざっぱに決められていますので、それ以上の時間になって雇用

をしなければいけなくなると、そういう意味では、マイナスになっ

てくると。そういうふうな時間帯を延ばしていくことが可能になる

ような補助も必要だと思います。 

また、さくらんぼさんにもお伺いしましたが、場所の広さとか職

員の今のままでは、10 人がやっと、とのこと。もし、町がそういう

ものを前向いてつくるんだったら、さくらんぼとの話し合いも十分

されて、どういうさびわけをしていくのか、重度の方はこうすると

か、いろんなことがあると思うんですが、ぜひその辺も前向きに話

し合いをされて、現場の中で解決をしていただきたいし、佐川町と

して何かをやるのであれば、本当に専門職の方の雇用が難しいって

いうところがありますので、そこの辺を町できちっと雇うとか、そ

ういうふうな意味も含めて検討をしていただきたいと思っています。

そういう意味でですね、障害者のこれからの施策、町長さんはどん

なに考えておいでか、ぜひ、お伝えいただきたいと。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきましてありがとうございます。坂本議員の御質問

にお答えさせていただきます。 

   就任して２年ちょっとになりますが、一貫して障害福祉、障害を

持たれた子供並びに御家族への支援、できる限りのことを町として

していこうという、この方針は一度も変えておりませんし、その思

いを酌んでくれて、健康福祉課のほうでも、いろいろ考えて手を打
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ってくれてるというふうに思っております。 

   基本的には平成 27 年度、今年度ですね、自立支援協議会の中で、

いろいろ議論をして、その中で、優先的にこのことを取り組んだほ

うがいいだろうということについて、来年度予算化をして取り組も

うということで進めております。 

   人的なこと、予算のこと、全ていろいろハードルはありますけど

も、基本的には支援をしていくという方向で、１つずつ取り組みを

進めておりますので、時間がかかることもあろうかとは思いますけ

ども、今の取り組みを、御理解をいただければというふうに考えて

おります。以上です。 

２番（坂本玲子君） 

   ありがとうございます。本当に、障害者の、障害児者のいろんな

政策について、そういうふうに前向きな発言をいただきまして頼も

しく思っていますので、これからも、本当に一遍に全部は難しいと

思います。けれども一歩ずつ前へ進めていくことによって、みんな

の幸せな町にできるように、これからも頑張っていただきたいと思

います。 

これで、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（藤原健祐君） 

   以上で、２番、坂本玲子君の一般質問を終わります。 

   食事のために、１時まで休憩します。 

 

   休憩  午前 11 時 30 分 

   再開  午後１時 

 

議長（藤原健祐君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、一般質問を行います。 

   ４番、森正彦君の発言を許します。 

４番（森正彦君） 

   ４番議員の森です。一般質問の前に少し、グローリープロダクツ

株式会社の当町への進出についての喜びを述べさせていただきま 

す。 

   地方創生で、人口減少に歯止めを、地域の活性化を、と全国で取

り組みがなされています。そこでの一番の課題は、雇用の創出です。
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これに一番苦労しているのが実態だと思います。佐川町も同様であ

ります。農業にしても、今始めている自伐型林業にしても、それぞ

れ数年で 10 人程度の就労の規模ではないかと思われますが、３月

末に創業開始のグローリープロダクツについては、立ち上げ時に 50

人、フル操業では 200 人という地方にとっては大きな規模でありま

す。フル操業で 200 人雇用ということになれば、その経済効果は、

私が想像するには、十数億円以上になるのではないかと思います。

雇用されるのは佐川町内だけではないとはいえ、大変これは喜ばし

いことであると思います。 

   この経済効果に加えてですね、町の今までの振興策を加えれば、

さらに大きな地域経済が成り立つと思われます。進出を決断くださ

った小原社長や誘致に努力された町長や知事、関係者の皆さんに大

きな感謝と敬意をあらわしたいと思います。 

   それでは質問に入ります。 

   まず最初に、平成 28 年度の予算について、お伺いします。平成 28

年度予算の編成方針をまずお聞きしたいと思います。町長、よろし

くお願いします。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきましてありがとうございます。森議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

   予算編成方針ということであります。私のほうから総務課長宛て

に、私の考える予算編成ということで方針を打ち出しをしました。

その私の方針を加味をして、総務課長として予算編成方針をまとめ

ておりますが、私のほうから、私が総務課長のほうに指示をした編

成方針について説明をさせていただきたいと思います。 

   昨年の 10 月 13 日に書類として渡しましたが、佐川町の経営方針

としまして、経営理念としまして、全ては佐川町を幸せな町にする

ため、住民の幸せのためにというこれを、幸せのために、町一丸と

なって経営をしていくんだというこの方針を大きく打ち立てまし

た。 

   中期の経営方針は、これは２年間ずっと変わっておりませんが、

人が一番の財産である。佐川町の人が生き生きと輝く町をつくる。

これを打ち立てております。それをもとに、2016 年度、来年度の佐

川町の経営方針としまして、第５次総合計画に基づくまちづくり、

アクションプランを一歩ずつ前に進めていくために、地域の課題を
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自分ごととして捉え、主体的に考え、そのアイデアを実行に移す。

このことを来年度の方針ということで打ち立てております。 

   そのもと、各課に期待をする事項ということで、課ごとに期待す

る内容を細かに伝えて、それをもとに各課で事業、予算編成を組ん

でくれということで指示をいたしました。 

   以上、私からの予算編成方針の説明になります。以上です。 

４番（森正彦君） 

   ありがとうございました。28 年度予算編成について、経営理念、

経営方針聞かせていただきました。全てが住民の幸せのためにとい

うことで、今回の予算が組まれたということだと思います。 

そういった中でですね、予算の内容、28 年度の特徴ですか、そう

いったところをお聞きしたいわけでございます。総務課長というと

ころではありますけれども、まず先にですね、町長としてアピール

したい、私はこの事業、思い入れがあるといいますか、こういった、

住民の幸せのために、ことしはこういう新しい事業を、あるいはこ

ういったことに取り組んだということがあれば、お聞きしたいと思

います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。行政報告と重なるところがほとんど

になりますけども、改めて説明をさせていただきます。 

   重立った事業の概要についてですが、まず１つ、地域づくり事業

としまして、集落活動センターの整備を進めていくということで、

斗賀野、黒岩、加茂の集落活動センターの新築工事と、あと委託料

として２億 8,373 万４千円を計上しております。 

   次に、黒岩中央保育所の新築工事、今、設計を進めておりますが、

来年度は工事を完了して、３月に引っ越しをして新しい保育所とし

て使用できるようにということで進めておりますが、委託料、工事

費、設計管理ですね、管理の委託料と工事費などで２億 6,795 万６

千円を計上しております。 

   続きまして、地域おこし協力隊事業、２年間進めてまいりました

が、来年度もさらにもう１歩進めようということで、新たに、以前

もありましたが農業、農業の担い手をやはり確保するということで、

地域おこし協力隊を活用したいということで進めておりまして２

名。自伐型林業の推進は 12 名です。３年目を迎える者、２年目の

者、１年目の者と合わせて 12 名になります。 
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   あと観光振興に２名。あと芸術、これまでの地域活性化で芸術を

通した活動をしてこられた方を１名、総合型ということで採用しま

して、合計 21 名の協力隊員を採用する予定であります。この事業に

つきましては、9,455 万４千円を計上してます。 

   あと移住促進の事業につきましては、県外への情報発信、ＰＲ事

業の推進、移住相談会への参加、あと移住促進住宅の管理費用など

1,251 万４千円を計上しております。 

   そのほかにも、いろいろ事業、多岐にわたってありますけども、

重立ったというところで以上の事業について説明をさせていただ

きます。以上です。 

４番（森正彦君） 

   重立ったものについてはそういったことで、新しいこういったこ

とを事業に加えたと。集落活動センターとか、そういったことでご

ざいます。74 億８千万と大型の予算となっております。これは第５

次総合計画に基づいたものであろうと思いますが、そういった事業、

総合計画に基づいたのは、こういった事業ですよ。またそれから地

方創生に関する事業は何でしょうかというところ、総務課長お願い

したいと思います。 

総務課長（横山覚君） 

   お答えを申し上げます。先ほど町長のほうから、大体の概要のほ

うが説明ございまして、行政報告等もございまして、大体、町長の

答弁で網羅を押さえているのではないかと思いますけれども、私の

ほうからも予算編成に当たりまして、一言申させていただきます。 

   まず、町長のほうから申されました編成の方針につきましては、

ダブりますけれども佐川町の経営理念、それから経営方針、また来

年度、28 年度につきましての経営方針、これは第５次総合計画に基

づくまちづくりを一歩一歩前へ進めていくための各職員が地域課

題を自分のものとして進めてくださいと、そういう事業を取り上げ

てください。ほかにですね、また国の進める地方創生に関する策も

取り入れてくださいよというふうな指示のもとに編成がされてお

ります。 

   やはり、予算編成の中で一番大きなのは、もう同じことですけれ

ども５事業、５事業といいますのは、やはり斗賀野、黒岩、加茂の

各集落センターの建設事業、それから黒岩の保育所の建設、それか

ら霧生関公園の５事業がですね、佐川の未来を元気づける主要な事
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業だというふうに捉えております。 

   また、これも町長も申し上げましたけれども、特色のあるといい

ますか、やはり地方創生の関係では、地域おこし協力隊事業、それ

から移住促進事業と。それから福祉の拠点として充実した運用を目

指します斗賀野地区や尾川地区でのあったかふれあいセンター、こ

の事業なども特色ある事業として挙げております。 

   また新しい事業としてはですね、６月には改修が完成します竹村

家、旧竹村呉服店で住民活動を行うための管理運営事業、それから

教育のほうではですね、町の教育的資源を活用しました地域ぐるみ

ふるさと教育推進事業、それとかですね、にじいろ交換コンサート

も教育委員会のほうでもやるようになっております。 

   また廃止をします事業としましては、最近の通信機器の普及によ

りまして、利用実績が少なくなってきました緊急通報体制等整備事

業というものとかですね、公民館講座としてやっておりました名教

館 21 事業などが挙げられるところでございます。 

これらのの主要な事業や特色のある事業、既存の継続事業も含め

まして、町の事業、施策を確実に進めていくためにですね、総合計

画とのリンクがどうなっているかというのがですね、今度勉強会の

ほうで資料をお渡ししますけれども、予算勉強会の、その当初予算

総括表、毎年出さしてもらってますけども、その各事業、各施策が

ですね、総合計画のどの施策とつながっているかというふうなこと

も記述をさせていただいております。 

そしてまたその総合計画との兼ね合わせといいますか、そこにつ

きましては、今から、28 年度から 10 年間の 10 年計画について、各

施策のスケジュールをあらわしたもの、また 28 年度の単体の年度に

おいて、総合計画の各施策のスケジュールをどういうふうに、スケ

ジュールは月割りスケジュールをあらわしていくというふうな作業

もしております。 

こういうなことをしまして、適切な慎重管理を行いまして、総合

計画に基づいた町の施策を進めていこうとしております。何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

４番（森正彦君） 

   ありがとうございました。総合計画にしろ地方創生にしろ、予算

編成方針のときから既に、そういうことを基本にやってくれておる

と。その後についても、今後のチェックもしていくというお話でご
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ざいました。そういったことがされるということで安心するわけで

ございます。 

新しい事業と廃止する事業ということでありましたが、佐川町の

予算、限りがあるわけでございますが、増えるものがあれば、ある

程度減るものもなければいけないと思うわけでございます。これは、

いわゆる選択と集中と言われていることでございますが、この選択

と集中についてということに関しましてですね、今回の予算と直接

関係ないにしてもですね、こういったことはですね、常にしていか

なければならないと。時代は常に変遷していると。そうすると事業

の内容も変わってこなければならないと。でも新しい事業をやると

すれば、どこぞ、財政の関係があると廃止することも必要になって

くると。 

そういう集中と選択という考え方についてですね、副町長にちょ

っとお伺いしたいと思いますが、なぜ副町長に聞くかと言いますと

ですね、これは 20 年前から言われていることでございます。副町長

は非常に長い経験の中からそのことについてよく御存じだと思いま

すので、その集中と選択という考え方、今もあったものじゃないか

と私は思いますけれども、副町長、ちょっとそのあたりをお願いし

たいと思います。 

副町長（村田豊昭君） 

   御指名をいただきました。森議員さんにお答えをさせていただき

たいと存じます。具体の新しい事業また廃止事業は何かということ

につきましては、後ほどまた担当課長からも御答弁あろうと思って

おりますが、ちょっと見方を変えて、総論的にお話をさせていただ

きたいと思います。 

   まず、町長から年頭の行政報告がありましたように、近況の進捗

状況は町長が行政報告で説明したところでありますし、28 年度の特

色の重点事業につきましても、先ほど町長がお答えしたとおりでご

ざいますが、いわゆる新総合計画の初年度の年であるということで、

実施計画は今後 45 の施策について詰めていって、それを網羅した

段階で、議会にまた御相談申し上げる流れになっておるところでご

ざいます。 

   そこで、選択と重点施策の中との、その集中と選択ですかね、い

わゆる優先順位の高い施策の問題の施策の方法だと思ってます。昔

はスクラップアンドビルドとか、いろいろ行政改革の中でいろんな
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議論がされてきましたけれども、今の時代、いわゆる優先度の高い

施策をどのように選択していくかということでございます。 

   基本的に、町長と２年おつきあいさせていただきました。基本的

に町長の考え方は、国、県の流れのセオリーに従ったやり方だと自

分自身は考えております。 

   まず、いわゆる今回の先ほど町長からもありました集落活動セン

ターとか、それから包括支援センター、各旧村単位で早くやってい

くっていう考え方でございます。これは、国のほうで地方制度調査

会が示しておりますように、いわゆるコンパクトシティ、25 万都市

以上想定されているようでございますが、高知県には高知市しかあ

りません。 

   それを受けて、当町はどう生きていくかということは知事さんも

言われてますように、その前段の小さなダムのような役割を果たせ

るような施策やってください。うちの１万少しの規模におきまして

は、その小さなダムの役割を果たすのがまた１つの目標、知事さん

の言われるそれを目指すというのが、それ１つの考え方だと思って

ます。そういう面では、国の考え方、知事さんの考え方、それを受

けて、町長がまず集落活動センター、包括支援センター、みんなが

話し合えるそういう場を早急にやりたいと。２年前から公約されて

きたとおりでございます。 

   それからそれへ、今の現代の流れにおきましては、いわゆる地方

創生、５年間これ限定でございますが、国が、いわゆるどう言いま

すか、地域がアイデンティティー、いわゆる個性を生かすような、

全国のまちづくり、村づくりをやりなさいということで、５年間限

定のプレミアム施策と申しますか、そういった１兆円規模の財源保

障しながら全国に投げかけている、それを町長は利用いたしまして、

先ほども町長から御答弁ありましたとおり、いわゆる地域おこし協

力隊中心に、重複しますので、自伐とか農業とかものづくりとか、

等々と、そういう施策も展開しておるところでございまして、そう

いった流れの中でいってると思います。そこはうまく今の総合計画

と新たな実施計画をかみ合わせながらやっていかなければならな

いと考えております。 

   それから、対極する財政面という面が１つにあります。そういっ

た意味では、前の議会でも答弁させていただきましたので、余り重

複は避けたいと思いますが、22 年のいわゆるプライマリーバランス
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の問題がございます。今のアベノミクスの流れ、経済成長２％、ち

ょっと不透明でございます。いろんな事情が、そりゃあもう外の事

情、内の事情いっぱいあると思いますが、不透明な段階の中で、そ

うなると 2020 年に国際公約しましたいわゆる需給バランスをとる

となれば、かなり大幅な税制改正等々、さらに消費税アップ、そう

いうことを想定しない中では、かなり地方財政計画は絞られてくる

と感じてます。 

   そうなれば、地方財政計画が絞られれば、いわゆる国の補助金も

一定絞られると。そういう考え方も、絶対絞れんけど、福祉関係、

少子化関係、そういうのもございます。そういった中で、どのよう

に選択していくか、というな議論が出てこようと思ってます。そこ

も、総合計画の中でいろんな議論を踏まえて、最終的には町長が決

めるわけですけども、いろんな議論は展開していかなければならな

いとそんなに思ってます。 

   それから、財政面におきましては、当町のような、高知県のよう

な交付税に頼るような団体は、もうそんなによくはありませんが、

おかげさまで私どもがずーっとやらしていただいた財調も、議員御

存じのとおり、いわゆる財調と特目含めて 40 数億円ございます。か

ら、悪い中でもそれなりの財源はあると思っております。半分残し

ても、緊急時の災害というのは一応対応できると。それやったら、

前向きの、そういう地方財政計画がプライマリーバランスの関係で

絞られる中なら、一歩前へやってはどうかというのは、２年間お仕

えした町長とは同じ考え方でございますので、そういった面で去年

より、ちょっと一歩前へという感じは、私も町長と同じ考え方を持

っております。 

   それから、反面、そしたら財政がちょっと増やしてえいかという

ことにつきましては、もう、過去２年間、松浦議員初め貴重なアド

バイスをいただいてます。もう、基金の見直し、それからまだ進行

中でございますが、公共施設のいわゆる洗い直しをして、不要不急、

いわゆる利用価値のないやつは、もう普通財産に振りかえて、基金

へいれたらどうか、売却して。 

そういう片一方では、女房役と申しますか、財政家計簿を守る立

場としては、そういう、使った分を補充、基金へ補充するような考

え方も、一方では持っておらなければならないとは思ってますが、

そういったもろもろを含めて新しい年度の出発でございますので、
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どうか、議会の皆さん方の、今度の実施計画のがで、かなりの議論

が出てこようと思いますが、前向きな首長の言う住民の幸せのため

に頑張ってまいりたいと思ってますので、どうかよろしくお願いを

申し上げます。以上でございます。 

４番（森正彦君） 

   若干ではございますが、違う角度からも御説明をいただきまして、

大変よく、大変と言うほど私もよくわかっておるかということに関

しては、あんまり自信はないですけれども、わかりました。ありが

とうございました。 

   残高、ちょっと忘れましたけど、起債、ことしのですね 74 億とい

う大型予算、積極予算ということは、起債も増えるでしょうし、そ

れから繰入金もあると。いうことで、財政面での数字の若干の赤字

は否めないとは思っておりますけれども、私も、副町長の言われる、

あるいは町長の言われる、この程度であれば、やっぱり踏み出すこ

とは必要だと。やるときはやるよということも必要だと私は本当に

思います。 

   ためるだけが行政の今の仕事ではないと。やっぱり町民のために、

限られた予算の中で何ができるかということは大事だと思います。

起債残高も、あるいは基金の残高にしても、それほど大きく悪化と

いうことではないというふうに捉えております。 

   今回の予算の中で、特に地域の発展というところに大きな配分が

なされておるということで、地域としてもこれから、その施策を生

かしていくようにしなければならないというふうに思っておると

ころでございます。予算については、以上でございます。 

   次に、総合計画についてお伺いします。 

   町長は、これまで町の進むべき方向への羅針盤となる総合計画に

力を入れてきました。その総合計画ができあがりました。町長はど

のように評価されているのでしょうか。まず、町長からお願いしま

す。 

町長（堀見和道君） 

   ありがとうございます。森議員の質問にお答えさせていただきま

す。総合計画の自己評価ということで、大変口幅ったいというか恥

ずかしい部分もありますけども、自己評価ということになろうかと

思います。大変すばらしい総合計画ができたんじゃないかなぁとい

うふうに思っております。 
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   それは、役場の職員初め多くの住民の皆さんに計画策定に参画を

していただいて、その中で、すばらしい未来をみんなで思い描きな

がら楽しく議論をして、こんなことをやったらいいよね、自分たち

がこういうことをやりたいよねっていう、その言葉、思いを紡ぎ合

わせて、最終的にまとまった総合計画だというふうに思っておりま

す。 

   その思いの分だけ、私は、すばらしい計画ができたんじゃないか

なぁというふうに思ってます。２年間かけてつくってまいりました。

最初は、かなりの労力だし、結果としていい計画がまとまるかなぁ

と。まとまるためには、これほんと一筋縄ではいかないなぁという

不安も若干はありましたけども、いろいろな方に助けていただいて、

佐川町の第５次総合計画、まとまりました。 

   この場をお借りして、かかわっていただいた全ての皆さんに、あ

りがとうございました、という感謝の気持ちを伝えて、私の回答と

させていただきます。以上です。 

４番（森正彦君） 

   ありがとうございました。今回、策定された第５次総合計画を見

せていただきました。この計画の策定の、私は、取り組みを高く評

価したいと思います。町民が一体となってみんなでつくる。みんな

でつくる総合計画であったところが大変よいところだと思います。

その、町民一体あるいはその取り組みの形の中でですね、まずは役

場職員、コアメンバー26 名がかかわったこと。今までは少数の職員

しかかかわってなかったために、十分な理解と広がりがなかったと

いうふうにも思っております。 

   また、多くの町民が参加したこと、しかも中高生まで参加してい

ます。このことが、佐川町は自分たちの町だと。この町を自分たち

の力で、自分ごととしてみんなでよくしていこうということにつな

がると思います。これは、総合計画も自分ごとということはうたわ

れております。そのとおりだと思います。 

   この今回策定された第５次総合計画でございますが、まず最初に

表紙のキャッチフレーズ「チームさかわ まじめに、おもしろく。」

これはもうほんとに柔らかくてよいかと思います。これから 10 年

のまちづくりに「チームさかわ まじめに、おもしろく。」と町民が

１つになってですね、そして楽しいまちづくりをしていくというこ

とがよくあらわされていると、私は思うところでございます。 
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   そして、この中の序章ですが、これは総合計画の策定にあたって

というところでございます。この計画策定の趣旨、計画の特徴、そ

れから幸福度指標の導入。これなんかも非常に私はいいと思います

し、こういった計画策定のプロセスが非常によいと私は思っておる

わけでございます。役場職員のかかわりや住民へのヒアリング、そ

ういったこと、本当にそのあたりが大変いいと。そのあたりがあっ

てこそいい計画ができるし、今後に生かせるというふうにも思うわ

けでございます。 

序章、それから次は第１章、これ佐川の今ということですが、こ

れもよく調査分析ができていると私は思います。 

   それから第２章の佐川の未来像、これ、この計画ではページ、60

ページですが、これは、この冊子の中でも非常に大きな字で、ゴシ

ック体で、それからわかりやすい文章であらわされています。佐川

を愛し佐川の未来を思い描く、とかいうところから始まって、最後

は、さあみんなでつくろう！まじめに、おもしろい、というところ

で閉められておりますが、これについてもですね、中学生以上なら

誰でもわかる平易な言葉で、わかりやすく楽しそうに基本理念が示

されていると思います。 

   それから第３章の未来を実現するためには分野別の施策となっ

ていますが、具体的な施策がですね、時代を背景として網羅されて

いると私は感じております。 

   少し長くなりましたが、この策定にかかわっていただきました博

報堂の筧さんか、ソーシャルデザインを描く上でですね、町の全容

を知るということ、声を聞くということ、それからデザインする、

そういう手法が生かされておりまして、よい総合計画ができている

と思っておるわけでございます。策定、御苦労でございました。本

当にいいのをつくっていただきまして、ありがとうございました。 

   しかし、これからが始まり。さあ、始まりだということになるわ

けです。この計画の実現のためにどのようにしていくか、お伺いし

たいと思います。まず実施計画はどうするのか。それから本冊と別

冊とあるわけですが、本冊はこれですが、別冊はどんなふう、どう

なっているのか、その別冊の内容。その別冊は、内容はどのように

してどういう内容でつくられるのか。そういった内容のこと、それ

をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

チーム佐川推進課長（片岡雄司君） 
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   森議員の御質問にお答をさせていただきます。本冊については先

ほどの内容と同じなんですが、別冊につきましては現在、修正して

おりまして、本冊の中のですね、もっと具体的な、各分野ごとの、

ワークショップで出されたような内容の事柄をですね、盛り込んだ

誰にもわかりやすいような内容で、ちょっと絵のほうとか写真も取

り入れて作成をするようにしております。もう間もなく完成となり

まして、４月の 10 日のお披露目会にはぜひ発表させていただきた

いと思っております。以上です。 

町長（堀見和道君） 

   補足でお答えさせていただきます。まず実施計画はどうするのか

という御質問がありましたが、現時点では特に実施計画という計画

をつくる予定は、今、しておりません。10 年間、各施策を、どこが

担当として、主担当として行っていくのか、今、その割り振りを調

整をしました。各課、担当ごとに 10 年間のどのタイミングでどの時

期にそれぞれの施策を実行するのか、10 年間の中に落とし込んでも

らってます。あと細かく、事業ベース、事業ごと、来年度でありま

したら、実際実施する事業名で、総合計画のどの施策にリンクして

るのか、それを１年間の中、どういうスケジュールで実行するのか、

それを今つくってもらっている状況です。 

それができ上がれば、それを全部整理をしてまとめると、恐らく

イメージされてる実施計画というものになってくるのではないかな

ぁと思っておりますが、その実際計画を立てたものに対して、報告

を、総合計画の審議会におきまして、年２回、行っていきたいなと

いうふうに思っております。 

   ですからＰＤＣＡがしっかりとサイクルとして回っていくよう

に、10 年間の計画におきましては、途中途中、当然見直しもしなが

ら、修正を加えながら、しっかり、絵に描いた餅にならないように

総合計画を回していく、いうことで考えております。 

   別冊につきましては、各分野ごと各地区ごとのまちづくりサロン、

ワークショップで、こんなことをやると幸せな佐川町になる、て考

えていただいた、こんなことをやってみようっていうことを住民の

皆さんにわかりやすく伝えられるように 25 のアクションというこ

とでまとめさせていただいております。これは全戸配布をします。

４月になりましたら、全ての家に配布をさせていただいて、その別

冊の本を見ていただいたときに、あ、私はこのアクション、このこ



 

114 

 

とをやってみたいなって思っていただいて参加していただけるよ

うな、そんなつくり込みにしたいなぁと思って、今まとめたところ

であります。 

   実際に、それぞれのアクションを、１人でできることもあります

し、チームでやらなければできないこともありますので、そのチー

ムのつくり方、行政から声をかける場合もあるでしょうし、住民の

方から、こんなチームをつくってこのアクション取り組みをしたい

んだという申し出がある場合もあるでしょうし、その進め方につい

て来月４月 10 日にかわせみにおいて、総合計画のお披露目、披露を

させていただきますが、そのときにも、今後の進め方についてでき

るだけわかりやすく伝えられるようになればいいなぁと思って、今、

準備をしておりますので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。以上です。 

４番（森正彦君） 

   町長から説明いただきました。別冊は全戸配布ということですが、

本冊も全戸配布ではなかったですかね。チーム佐川推進課長お願い

します。 

チーム佐川推進課長（片岡雄司君） 

   本冊においてはですね、全戸配布は、する予定にはしておりませ

ん。 

４番（森正彦君） 

   私の勘違いでございました。わかりました。総合計画つくった場

合、通常その実施計画いうのを今まではつくってきました。今回、

実施計画はつくらないということのようでございます。 

   確かに、以前の実施計画、かなり無理がありました。10 年のこと

ですので。そういうことからするとですね、この総合計画にある分

野別施策、そのあたりを各課がですね、これをベースにしながら、

やはり毎年ＰＤＣＡの中でやっていくということのほうが、より現

実的かな。時代もかわってくるし、国、県の施策も変わってくる。

それ、ベースはベースでこの総合計画はあるし、ここに、第３章未

来を実現するためにもベースにあって、それから後、やはり比較的

柔軟にやっていくほうが、かえっていいかなという感じは私もする

わけでございます。 

   この後に、町民への周知はどうするか、進捗管理はどうするかと

いうことでございますが、先ほど御答弁ありました。あったと思っ



 

115 

 

ております。そのお披露目会はやると。それから、別冊については

わかりやすく各戸に配布して周知するということでありますが、あ

と進捗状況についてですね、町民との共有はどういう形でやってい

くのか、おつもりなのかお伺いしたいと思います。 

チーム佐川推進課長（片岡雄司君） 

   森議員の御質問にお答えをさせていただきます。町民の皆さんと

の共有、周知ということにつきましては、町内には自分たちの地域

のためにですね、さまざまな活動をしておられる方が、個人や団体

があります。そのような取り組みを町民のみんなで共有し合えるチ

ーム佐川の日というのをですね、４月に設けることとしております。

１年間で町民の皆さんが楽しくひたむきに取り組んだことについ

て報告し合う、そういう発表会を開催する予定としております。 

総合計画の策定に当たり実施しましたアンケートの調査におきま

しては、個人や団体が新しいことにチャレンジする機運をつくるこ

とや、地域がチャレンジを応援する雰囲気をつくり出すことが、町

民の幸せ度の向上につながるとの結果も出ておりますので、このチ

ーム佐川の日が町民の皆さんのチャレンジを報告し、応援し合うよ

うな場となるように進めていきたいと考えております。そういった

意味で共有をしていきたいと考えております。以上です。 

副町長（村田豊昭君） 

   森議員さんのお答え、ちょっと町長の答弁に対する受け取り方を、

ちょっと私なりに御答弁したいと思いますが、町長は先ほど年度の

計画を集計中であるということで、実施計画をつくるという考え方

なんですが、それを、例えば単独事業で、今後検討されますいろん

な図書館とか、そういうもろもろの施設を何年にというたら無理が

あるわけですね。補助金がつくとかつかんとか、それから住民のや

つとか、用地交渉ができるとかできん、いろんな部分で、最初から

はめるんじゃなくて、町長の考え方は、いわゆるそういった中から

先ほど聞かれた優先順位を決めていくと。そうしてケースバイ、流

れによってローリングはしていくんだと、その計画の中で。だから、

張りつけを固定化するような計画はつくらないけど、今、年度計画

を集計中でありますが、それができたら、自動的に実施計画と同じ

ようなものになるんではないですかというのが町長の答弁だと私

は捉えておりますので、よろしくお願いします。 

４番（森正彦君） 
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   補足していただきましてよくわかりました。ありがとうございま

す。確かに、私もほんとに、張りつける、以前やったらスケジュー

ルを全部、これは何年度からこの事業を始めますよって全部やって

きたわけですけども、それは本当に無理があると思います。そうい

うことで、町長のそういうやり方で、結果的には実施計画になって

いくというやり方は、私、本当に正解だと思います。 

チーム佐川推進課長にお伺いします。ちょっとよく聞き取れなか

ったんですが、チーム佐川の日というのを設定するということでし

たでしょうか。 

チーム佐川推進課長（片岡雄司君） 

   お答えをさせていただきます。来月の４月の 10 日にですね、ま

ず、この総合計画ができたということのお披露目会を行う予定とし

ておりまして、それ以降もですね、年度ごとに４月を予定しており

ますが、チーム佐川の日ということ、日を設定しまして、そこでで

すね、町の皆様の取り組んでいることについての報告とか発表をし

て、みんなで共有し合ってわかっていくというような日をつくって

いく予定としております。以上です。 

４番（森正彦君） 

   ありがとうございます。もう１回確認ですが、参集の範囲という

のはどういう範囲を想定されておると言いましたかね。 

チーム佐川推進課長（片岡雄司君） 

   参集といいますか、そのチーム佐川の日に発表するというメンバ

ーということですか。 

オープンにですね募集をしますので、佐川町内でですね、活躍し

ている団体さんとか、個人でもこんなことをやったよとかいうよう

な限定したメンバーとかは決めておりませんので、オープンに集ま

っていただければと思っております。 

町長（堀見和道君） 

   私のほうから補足させていただきたいと思います。 

まだ、かちっと全部決まっていないものですから、なかなかうま

く説明ができませんが、この総合計画の取り組みを、当然、月々の

広報でもお知らせをしますし、ホームページ上で佐川町の地方創生

に関する取り組み事例、例えば植物について牧野公園をこういうふ

うに整備してますよ、とかっていう情報は佐川のブランドサイトの

ほうでしっかりと情報を皆さんに送れるように、これは住民の皆さ
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んだけではなくて、とにかく幅広く、日本、世界中に、佐川町の取

り組みが伝わるように、それはこまめに情報を投げかけていくとい

うことに取り組んでいきます。 

   それの１年間の集大成として、チーム佐川の日ということを設け

て、１年間の総合計画にかかわる取り組みの発表ですとか報告をし

ていただいて、できれば１年間を振り返った中で、あ、佐川町がよ

り幸せになるための活動を本当にやっていただきました、というこ

とをチームとか個人の方に対して、表彰できればなぁと思ってます。

そういう日を、１年間の振り返りの日として設けたいというふうに

考えておりますので、これから１年後の４月に向けてはしっかりと

詰めていきますので、また御理解をいただきたいというふうに思い

ます。以上です。 

４番（森正彦君） 

   第１回の発表会を実施する、それから後は年に１回、チーム佐川

の日いうのを設定して、確認し合い、意見交換し合いしていくとい

うこと、これ大変いいことだと思うわけでございます。佐川町には、

佐川町福祉計画、福祉活動計画というのがありまして、これはいわ

ゆるみんなで福祉のまちづくりということで、これは毎年１回総会

を開いて、また委員会役員は、年に数回会合を持って情報交換もし

ています。また課題を持った先進地の視察や中身の濃い研修も実施

しています。 

   このことで、佐川の地域福祉は、高知県でも優れた活動をしてい

る町だということで高い評価を受けておるわけでございます。佐川

町の福祉計画、活動計画は、計画の策定と実践、推進が非常にうま

くいった例だと思います。今回の総合計画は大変よい計画ができた

と思います。せっかくのよい計画でございますので、画餅にしない

ように、この表題にありますように「チーム佐川 まじめに、おも

しろく。」まちづくりを進めていただきたいと思いますし、私たちも

進めていくことに参加していきたいと思いますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

   最後に、町長さんのまとめ的な答弁をお願いしたいと思うたけど、

もう大分聞きましたのでこれはもう省きます。これからみんなでい

い町をつくっていこうということで頑張っていかなければならな

いということだと思います。 

   次に、新しい図書館の建設についてお伺いします。 
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   佐川町の図書館検討委員会のほうから提言がなされました。その

内容について、御説明願いたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   それでは私のほうから、佐川町立図書館整備検討委員会の提言書

の概要を申し上げさせていただきます。 

   この提言書は、昨年の 12 月に取りまとめられたものでございま

す。提言書の内容は、町立図書館の現状と課題、そしてそれを踏ま

えた町立図書館に求められる役割、機能、管理運営、施設設備、そ

して最後にまとめということでつくられております。 

   まず、全て言いますとかなり時間もかかりますので、概要的なも

ので答弁とさせていただきます。まず、町立図書館の現状と課題の

部分で、やはり施設面が大きな課題となっております。提言書では、

こう述べられております。 

   もともと図書館として設計された施設でないことから、機能的な

配置、設備になっておらず利用しにくい施設になっている上に、築

33 年を経過したことにより、狭隘化や老朽化、バリアフリー化への

対応が大きな課題となっています。これが施設面の課題でございま

す。 

そして蔵書冊数でございます。図書館にとって大きな役割を果た

す部分ですが、現在の蔵書冊数は、平成 26 年時点では２万 7,786 冊

でございましたが、町立図書館の蔵書冊数は、日本図書館協会の公

立図書館の任務と目標で示されている図書館の最低規模である蔵書

５万冊を大きく下回っています。これが課題でございまして、今後

各分野にわたる蔵書資料の充実に向けた予算額の確保が課題になっ

ている。と、まとめられております。 

そして次に、今後の町立図書館に求められる役割、機能、管理運

営、施設設備でございます。 

まず役割につきましては、生涯学習の拠点施設・地域の情報拠点

として、乳幼児から高齢者、障害者まで、それぞれの町民に応じた

サービスを展開し、生涯にわたる学びと課題解決を支援する必要が

ある、となっております。 

また機能につきましては、図書館サービス、蔵書冊数、開館時間、

こういったことについて現状それぞれ課題がありますので、それぞ

れ課題改善に努めてください。 

また管理運営につきましては、一貫した方針のもと、継続的に安
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定した図書館サービスを提供するためには、町直営が望ましいと考

える、となっております。 

そして施設設備面でございます。まず、乳幼児、子供、高齢者、障

害者、妊婦など、さまざまな町民にとって利用しやすい図書館とし

て、バリアフリー構造とし、ユニバーサルデザインに配慮した施設

とする必要がある、となっております。 

そして施設の規模としましては、日本図書館協会の公立図書館の

任務と目標で示されている図書館の最低規模 800 平米以上を確保す

ることが望ましいと考えるとなっております。 

また、建設場所、方法でございますが、図書館の役割、機能、施設

設備を備え、文教のまち佐川にふさわしい図書館とするためには、

新図書館の建設が望ましく、建設候補地として現図書館裏の町有地

が考えられる。 

なお、青山文庫については老朽化対策が急務であるが、図書館と

の合築については、新たな建設場所を確保する必要が生じることや

建設費がさらに増大することから、町当局において財政面を中心と

して慎重に検討される必要があると考えます。 

また、まとめとしましては、最後に、町民の意見やニーズを踏ま

えた図書館づくりに向けて、スピード感をもって取り組まれること

を強く要請します、となっております。 

   以上、概要でございます。 

４番（森正彦君） 

   概略、ありがとうございました。現状の課題、施設の老朽化、狭

隘化、あるいは蔵書数の不足、そういったことがあります。そうい

ったことが、多様な利用に対応できる状態になってないと。閲覧室

や書庫、倉庫スペース、そういったものは今のままではだめじゃな

いかというようなことがあるかと思います。 

   図書館法においては 800 平米以上というようなことも課題であり

まして、現在それには足りてないということのようで、足りており

ません。そういった課題があるわけでございますが、図書館の整備

について、基本的に、整備すべきだということになっておりますが、

図書館を整備するということに関しては、町長はどのように思って

おいでますか。お伺いします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えをさせていただきます。先ほど教育長のほうからも説明あ
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りましたが、検討委員会のほうでもいろいろ答申が出されていると

いう中で、やはり佐川町、文教のまち佐川にふさわしい図書館があ

るのが望ましいんじゃないかなぁというふうに考えております。 

   やはり、図書館を整備した上では、その図書館がどのように活用

されるか、どういう人がかかわって運営をしていくのか、住民参加

型の運営がなされるのか、やはりそこのソフトの部分がすごく大切

だと思っております。そこの中身の部分をしっかりと住民の皆様の

声も聞きながら、すばらしい図書館の整備ができればいいなぁとい

うふうには現時点では思っております。以上です。 

４番（森正彦君） 

   住民参加で新しい図書館をということで、私、賛成でございます

けれども、整備するということにすると、今後のスケジュール的な

ものを、わかっている範囲でお伺いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

教育長（川井正一君） 

   スケジュールについてお答え申し上げます。この今後のスケジュ

ールということでございますが、議会開会日の町長の行政報告で申

し上げましたとおり、今後この提言書や青山文庫の耐震診断の結果

などを踏まえながら、町立図書館と青山文庫の整備のあり方を検討

したいと考えておるというふうに申し上げました。 

   したがいまして、現時点では具体的なスケジュールは定めており

ません。以上でございます。 

４番（森正彦君） 

   提言書、私もいただいておるところでございますが、最後のまと

めにですね、多くの町民に利用される魅力ある図書館とするために

も、町民の意見やニーズを踏まえた図書館づくりに向けて、スピー

ド感を持って取り組まれることを強く要請します、と。スピード感

を持ってということですが、早う建てという考え方と、早くいい図

書館を建てるためにですね、検討に入りなさいよという考え方もあ

るわけでございます。 

   28 年度として役場としてどういったことが、そういった図書館の

建設に向けての具体的なことができるかどうか、そのあたりをお伺

いしたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。はやり図書館を建てるということになります
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と、新図書館建設ということになりますと、お隣の日高村さんの建

設費等々を考えますと、３億円程度は必要ではないかというふうに

考えておりますし、また、日本図書館協会が示しております公立図

書館の最低規模 800 平米、そういったものを年頭に置くと、さらに

その額が増大するということも考えられます。 

   要は、建設費等課題がございます。そしてもう１点は、提言書で

は、現図書館裏の町有地ということで建設場所が考えられるという

提言をいただいておるんですが、果たしてそれでいいのかどうか。

まちづくりの１つの大きなモニュメント的な、まちづくりで大きな

役割を果たすという図書館整備が、近年、全国的に見られておりま

す。そういったことを考えた場合に、今の新たな土地、建設場所を

考えることも必要ではないかと思っております。 

   といった根本的な問題が非常に大きくございますので、少し時間

をいただいて、平成 28 年度は、こういったことに真摯に向き合って

考えてまいりたい。そういったお時間を、平成 28 年度は頂戴したい

なぁというのが、私どもの正直な今の現時点の考え方でございます。

以上でございます。 

４番（森正彦君） 

   いろいろな課題がまだあると、建設に向けては、いろいろな課題

がある、それをまず町内でじっくり検討したいというふうな内容で

あると思います。それはそれでもうそのとおりだと思います。 

なお課題の中でですね、青山文庫との関係については、この建設

の関係の委員さんに聞いてみますと、一応図書館の整備について協

議してほしいということであったので、余り青山文庫のことについ

ては、合わして考えた提言書は余りよう出してないというような感

じのこともありました。そらぁそういえばそうですね。青山文庫は

非常にまた違った分野でございますし、非常に大きなことですので、

簡単には審議できないということであったかと思います。 

   ちょっと話が戻りますが、日高村が整備する、600 平米規模の２

億８千万ぐらいですかね。梼原町は、何か 15 億以上かけると。先ほ

ど教育長からありましたモニュメント的なもの、全国に発信できる

ような、そういったもの的な考え方もあるかとは思いますが、しか

し、ただそれほどのものにするとですね、それこそ 10 億それ以上と

いうことになりまして、それが佐川にふさわしいかどうか、という

ことになると、私はどうかなと思うわけでございます。 
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   佐川町はやはり、小さいというか余り大きな自治体でありません

し、基金の残高も 40 数億ぐらいですので、余り身の丈に合わないよ

うなことをしてしまうと、後々困るんじゃないかなぁと。 

   そういったことも十分研究をしていただきたいと。どういった規

模がふさわしいか、そういうことを検討するには十分調査をする必

要があると。その調査を十分していただきたいと思うわけでござい

ますが、その調査研究を、28 年度あたりにはぜひともやっていただ

きたい。検討するにはそういった資料が必要であるということです

が、その調査研究についてどのようにお考えを持っておるか、お伺

いしたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。内部的に、調査研究はしっかりしてまいりた

いと考えております。四国の中でも、町村単位で平成 20 年代に新図

書館の建設をされたところもいくつかございます。そういったとこ

ろの資料の取り寄せ、またそういったところがどういった検討され

て新図書館の建設をされたのか、そういったことも含めてしっかり

内部的に必要な資料収集等々は、平成 28 年度はしっかりやってき

たいというふうに考えております。 

４番（森正彦君） 

   少し細かくなりますが、28 年度予算、総額で図書館費は 843 万３

千円。その中でのですね、そういった研修にかかわる費用っていう

のは、どの程度、どの部分で見込まれているのでしょうか。ページ

129 ページです。 

教育長（川井正一君） 

   いわゆる新図書館の建設のために調査研究するとして、新たな予

算は編成ということはしておりません。既存予算の中で、必要な資

料収集、そういったものをやっていくということでございまして、

まずは、先ほど森議員さんもおっしゃられましたとおり、足もとを

固めなければならないというふうに思っております。 

   新図書館建設に向けて、図書館単体でまず建設するのか、あるい

はいわゆる青山文庫との複合施設を検討するのか、またそこの基本

的な部分をまずしっかり固める必要があろうかと思っております。

そういったことを固めた上で、今後、新図書館を一定どういう方向

で建てるかという方針が定まった後には、当然、新図書館の役割、

機能、施設、等々そういったものを詳しく調査研究する必要がある
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かと思っております。 

   そのためには、当然多くの先進的なところを見に行ったりとか、

いろんなことも出てこようかと思っておりますが、来年度はまだそ

こまでの時点のことではないと。まずは足もとを固める、そこが平

成 28 年度であるというふうに考えております。以上です。 

４番（森正彦君） 

   足もとを固めるということでございますけれども、予算はなくて

も、できることはできるわけですから、十分、とにかく十分調査を

していただくと。そういったことがその規模決定の根拠とかになる

わけでございますので、十分調査研究をしていただきたいというふ

うに思います。 

   新しい図書館を建設するということになると、先ほども出ました

が日高村でも２億８千万の建設、これは図書館法の 800 平方メート

ルにはちょっと足りてないということでございます。 

   図書館、建設するとなればですね、後で、しまった、もっとこん

な機能を持たせておくべきだ、とかいうことになってはいけないと

思います。図書館は、今後何十年も利用するものでございますので、

例えばですね、30 年かけて支払うような起債も起こしてですね、今

後利用する人にも負担してもらうという考え方もあるかと思いま

す。将来負担を残すという考え方もあるし、将来の人にも負担をし

てもらうという考え方もあるかと思います。それから補助金も活用

しなければいけないと思います。木造あるいはＣＬＴ、そういった

ものであればまた補助金が出るやかにも聞いておりますし、それか

ら基金を積み立てしていくということも必要ではないかと思いま

すが、その資金的な考え方について、どう思われているでしょうか．

お願いします。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。図書館建設につきましては、残念ながら国庫

補助金とか、県の補助金は、図書館という名目ではございません。

ただ、先ほど森議員さんがおっしゃられましたように、木造でやっ

た場合には、県産材の活用という視点で一定補助金がいただけると

いうことになっております。いただけるのはもう、補助金というベ

ースで考えますと、それだけでございます。 

   あと、数億円は町の持ち出しということになりますので、その建

設資金の、どのように捻出していくかということについては、基金
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の動静、そういったことも視野に入れながら、今後考えていきたい

と思っております。以上です。 

４番（森正彦君） 

   まだ先のことにはなるかと思いますけれどもですね、先ほど町長

からも若干出ておりましたが、この図書館の整備にはさまざまな課

題があるわけでございますが、この課題解決と町民の夢を実現する

ためにはですね、町民と一体となった取り組みが必要になると思い

ます。 

総合計画の、未来をつくる、みんなが主役のまちづくり、これを

実践するためにも、町民の参加の取り組みは欠かせないと思います。

そのことは図書館への理解を深めることとなるわけでございまして、

さらには、建設後の利用促進にもなります。 

どんな図書館がほしいとかいうことで、町民の参加についてどの

ように考えているか、お伺いしたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。今回、提言書の内容等、先ほど御説明させて

いただいたんですが、この提言書を取りまとめるに当たっての検討

委員会は 10 名の委員さんでお願いしておりました。その内９名の

委員さんは町民の代表の方でございまして、あと１名が小学校の校

長でした。というふうに、もう既に、町民の皆さんの幅広い意見が、

この提言書の中には反映されておるというふうにも考えておりま

す。 

   今後さらに、この提言書を踏まえて、図書館整備の一定の基本的

方向性を決めた後には、より具体的に中身を検討していく必要が生

じてきます。そういった際には、当然多くの町民の皆様の御意見も

お聞きしながら中身を詰めていくということは、もとより大事なこ

とだと考えております。以上です。 

４番（森正彦君） 

   若干関連がありますので、現図書館の運営についてお伺いしたい

と思いますが、とかの元気村が指定管理で運営してまいりました。

28 年度から町の直営となるわけでございます。この町の直営の間に

ですね、運営のあり方なんかのノウハウもしっかり確立していただ

いたらええと思います。 

そこで、１つには、28 年度からの図書館運営、図書館協議会とい

うのがありますけれども、これはまぁちょっと有名無実化しておる
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と。やはりきちんとした協議会のあり方というのを持っていただき

たいと思うわけでございます。そういった中から次の図書館運営と

いうのがきちんと行われると。 

それともう１つは、できればですね、もっと、勝手連的に意見の

言える場、それはもう報酬はいらない、けども図書館のために情報

を提供したいとかいうその町民の会的なものをつくることに関して

は、可能でしょうか、不可能でしょうか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。元気村さんがやっていただいておるときには、

元気村さんのほうで図書館の運営の委員会をつくっていただきま

して、その運営の、当たってさまざまな御意見を吸収して、ええ方

向で運営がなされたというふうに考えております。 

   今後、町の直営になった場合は、図書館運営協議会をしっかりお

こしまして、やはり、今まで運営に携わっていただいた元気村さん

の方にも、どなたか入っていただきたいというふうに思っておるん

ですが、そういった組織をしっかり活用して図書館運営に当たりた

いと考えております。 

   それから、図書館のために、いろんな町民の皆さんの御意見を聞

く会、まずは町が直営で４月からスタートしますので、そこら辺が

円滑にスムーズに運営させるために、幅広い町民の皆さんの要望な

んかは聞くということは当然あることだと思っております。それを

どのような形でやるのか、また少し検討もさしていただきたいと考

えております。以上でございます。 

４番（森正彦君） 

   それと、元気村のときに非常に苦労したのは司書さんの確保でご

ざいます。非常に報酬が低くって御迷惑をおかけしたというところ

でございます。 

   今後新しい図書館をつくっていく上では、やっぱり人が核になる。

司書の方が大変重要な役割をし、占めるわけでございまして、これ

からの直営の中でもですね、そういう将来に向けての育成といいま

すか、選定といいますか、私なんかは高知市民図書館なんかを利用

した場合に非常にこう、多分臨時の方やと思うんですが、よくわか

ってらっしゃるんじゃないかなぁと思われる人がたくさんおいで

ます。そういった、人も視野に入れてですね、人選を進めていくと

いうのも大事じゃないかと思います。よその人でもですね、お嫁に
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来てくれるかも知れませんし、移住ということになるかもしれませ

ん。やっぱり人材を確保ということで、今から、やっぱり準備して

おくということも大事だと思いますが、これはもうお願いというこ

とにいたします。 

   ということで、図書館の建設整備は、町にとって大変重要な施策

であります。副町長からありましたコンパクトシティじゃないです

けども、この地域の、佐川町は核となって、ダムとなって、コンパ

クトタウンといいますか、この地域にとって非常に大事ですし、佐

川の図書館なんかにとってもやっぱり、越知からも来る、来ておる

方が現実においでますが、そういったことからも佐川はいいなって

いう町としてですね、発展していかなきゃならないと思いますので、

十分な体制で、十分な調査研究を進めていっていただきたいと思い

ます。 

   図書館については、これで終わらせていただきます。 

   もう、時間大分経過しましたので簡単に終わらせたいと思います

が。 

農政についてですが、渡辺課長、今年の３月でとりあえず定年と

いうことになります。長い間御苦労でございました。ありがとうご

ざいました。在職 36 年のうち 21 年の長きにわたり農業関係に携わ

っていただきました。私もＪＡで営農指導員として農業の振興の任

務についていましたので、渡辺課長とはずいぶん長いつきあいとな

ります。その間斗賀野地区では、近代的な農業の基礎となる土地基

盤の整備が進められ、その後の土地の有効活用についてもですね、

ハウス園芸の振興や生産、販売施設の整備、後継者の育成等、役場

とＪＡが一体となって取り組んでまいりました。 

   今の話は斗賀野のことが中心となりましたが、課長にはですね、

町全体としても変遷する農業情勢に対応して、農政という立場で佐

川町の農業振興の中心となって活躍していただきましたこと、重ね

てお礼を申し上げます。 

   それでは質問でございます。 

   第５次佐川町総合計画の策定がされました。この計画は佐川町の

これからの 10 年間の羅針盤となるものでございます。この計画の

中、佐川町では農業はどのように位置づけされているとお思いでし

ょうか。ちょっと太い質問でございますが、お願いします。 

産業建設課長（渡辺公平君） 
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   森議員から御質問いただきました。本当に長い間お世話になりま

した。第５次佐川町総合計画、未来ビジョン実現に向けて、今後 10

年間で 45 の施策がとり行われます。その中で、産業と仕事という分

野に農業関係ございまして、一人一人が個性を生かし、生き生きと

楽しく働ける雇用環境、ビジネス環境を整備する、とこういった方

針が固められております。 

   そしてその中には、７施策の取り組みを実現することになってご

ざいます。農業におきまして、この１つ目としまして農業振興と６

次産業化の推進というものがございます。取り組み内容としまして、

農業基盤整備の推進、農業所得の向上に向けた学びの窓充実、農作

物の６次産業化の推進、耕作放棄地の整備と活用の推進、農家を支

える仕組みづくり、とこういったものがうたわれてございます。 

   ２つ目としまして農業、商工業の後継者対策の推進であります。

こちらは、新規就農者の支援、農商工の基盤継承の推進、広報活動

などの情報発信強化、事業継承の推進となっております。またあわ

せて教育分野のほうにもございまして、地域の歴史文化、産業を学

ぶ場の機会の充実、また環境景観保全活動の推進、こういったとこ

ろでもとり行われております。 

   このように農業は、産業の中での重要な位置づけにあるというだ

けでなくて、環境や農村文化の一翼を担う機能としても位置づけら

れておるということでございます。まさにすばらしい総合計画がで

きたと思うております。これを見事 10 年継続していけば、先ほど、

私が方針のところで言いましたとおり、それ以上の成果が上がるも

のと思うております。 

４番（森正彦君） 

   農業は町にとって大切な基幹産業であるとともに、町の景観や環

境、そして文化も育んでいます。しかし、中山間の農業は大変厳し

い展開が予測されます。この厳しい状況にどのように立ち向かうか、

渡辺課長に聞いてみたいところでございますけれども、もうおしま

いでございますので、最後にですね、お礼を、ひょっとまたどんで

ん返しがあるかもしれませんけど、そのときはどうぞよろしくお願

いしますが、長い間、本当にありがとうございました。お礼を申し

上げまして、今回の私の質問をこれで終わらせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

議長（藤原健祐君） 
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   以上で、４番、森正彦君の一般質問を終わります。 

   ここで、35 分まで休憩します。 

 

   休憩  午後２時 25 分 

   再開  午後２時 35 分 

 

議長（藤原健祐君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、一般質問を行います。 

   12 番、今橋寿子君の発言を許します。 

12 番（今橋寿子君） 

   12 番、今橋でございます。通告に基づきまして３点ほど質問をさ

せていただきます。 

まず、質問の前に、私の所見を述べさせていただきます。 

今、佐川町では、第 5 次佐川町総合計画、10 カ年計画が、チーム

さかわ まじめに、おもしろく。というスローガンのもとで素案が提

出され、今はそのまとめに入っていると受けとめさせていただいて

います。素案にかかるまで 19 カ所で地区懇談会を始め、住民アンケ

ートまた約 200 名ほど参加のしあわせ会議、未来づくりサロン等、

コンサルタントの助言をいただきながら、住民と行政の協働企画の

貴重な計画案だと考えています。その計画案が、28 年度のスタート

として、多面的に実施されますことを願って、次の３点ほど質問さ

せていただきます。 

まず第１問目は、男女共同参画の必要性についてです。今、どの

自治体も、少子高齢化と地方創生に力を注いでいますが、気をつけ

なければならないことは、地方自治体同士のぶんどり合い合戦にな

ってはなりません。そのためには、在住している町民の一人一人が

資質のパワーアップや、その土地、土地の資源をどう生かしていく

かにかかっていると思います。 

その視点で、意識改革とともにスピード感のある実行が必要であ

ると考えます。私は、その観点から、歴代の首長に事あるごとに訴

えてまいりました。男女共同参画の必要性です。今では、国も県も

政策の場に女性の登用等に力を注いでいますが、特に、県では平成

16 年、いわゆる 11 年前です。男女共同参画社会づくり条例を定め、

平成 26 年度は審議会等の男女の構成は、女性 33.5％で、31 年の目
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標は、均衡としています。 

佐川町は取り組みが遅れていますので、12 月議会でも提案を兼ね

た質問をさせていただきましたので、その後の取り組みの進捗状況

と、28 年度からの計画と目標をどのように設定されているかお伺い

いたします。 

   まず、審議会の女性の登用のパーセント目標、１つ。また町職の

管理職の登用のパーセントの目標です。 

総務課長（横山覚君） 

   今橋議員さんの質問にお答えをいたします。まず、男女共同参画

実施計画の進捗状況でございますが、前回の定例会でもお話をさせ

ていただきましたけれども、昨年ですね、12 月の 15 日と、本年は

ですね、この２月の 16 日に推進委員会を開催いたしまして、委員の

皆様方から活発な御意見や御提案をいただき、事業の内容それから

実施スケジュールについて課題を整理するとともに、必要な見直し

を行いまして、ほぼ計画内容が固まってまいりました。 

   また、この実施計画の中には、既に取り組んでいる事業もござい

ますけれども、推進委員会におきまして、新年度から重点的に取り

組むものとしまして、計画の基本方針の１つであります意識づくり

の、これからの男女間を考える、が取り上げられたことから、これ

らに関係する記事や男女共同参画の理解の一助となるような情報

を広報に掲載していくことにいたしました。 

   またさらに、委員の提案によりまして、不定期の掲載になります

が、今月の広報から委員自身が原稿を作成します委員会だよりとし

て、男女がともに生き生きと暮らせる町というもので掲載をし、男

女共同参画の意識づくりの啓発を進めていくことにしております。

今後は細部について、担当となる各課局と調整を行いまして、来年

度の早期には皆様にお示ししたいというふうに考えております。 

   また、当町のですね管理職ですか、そのパーセン程度でございま

すが、審議会等における女性の登用率が今、16.5％となっておりま

して、県下の市町村の平均がですね、25.1％ですので、今のところ

県下 34 市町村中 25 番目というふうな状況となっております。以上

でございます。 

12 番（今橋寿子君） 

   広報で、先だって、委員会の人の報告も出ておりましたので、ひ

とつそれが動いているかなと思って現状を把握しておりますが、一
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番大事なことは、やはり啓発活動も大事ですけれど、まず目標数字

っていうのがまず大事だと思いますが、特に、男女、充て職だけで

はなく、女性の学識経験者が審議会の場合は絶対必要だと思います

が、その件に対しては議論をされておりませんですか。目標数とい

たしまして。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきましてありがとうございます。私のほうから今橋

議員の御質問に答弁させていただきます。 

   審議会等への女性の登用ということで、現時点では目標数値は設

定しておりません。28 年度中に、庁議におきまして、審議会におけ

る女性の登用率の目標数値を設定をしようということで、先日話を

したところであります。おおよそ４年後の目標数値になるのかなぁ

とは思っております。審議委員さんの任期もございますので、平成

31 年度とか 30 年度とか、そのあたりを 1 つの目安にしながら、28

年度中に数値目標を設定したいと、そのように考えております。 

   今、県のほうが 32.数％ということですので、県が平成 23 年度に

立てた目標ということ、４年前に立てた目標になりますけども、今

の県の水準程度は目標としていきたいなぁというふうには個人的

には思っております。 

   あと管理職の登用率ということでございましたが、なかなかこれ

はですね、目標何％っていうのは決めづらいところでございます。

その管理職というのは、男性、女性問わずですね、やっぱりその組

織のリーダーとしてしっかりと管理職を全うできる人材というこ

とになってまいりますので、この男性、女性っていうふうには私は

分けては考えておりません。男性であれ女性であれ、しっかりと課

を引っ張っていただける人材がいればですね、それ登用すべきだと

いうふうに思っておりますので、目標数値ということで定めること

はちょっと不適当かなぁというふうに思っておりますので、御理解

をいただきたいと、そのように考えます。以上です。 

議長（藤原健祐君） 

   休憩します。 

 

   休憩  午後２時 44 分  

   再開  午後２時 45 分 
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議長（藤原健祐君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

12 番（今橋寿子君） 

   町長の今の御答弁では、特に管理職の場合は、男女問わないと言

いますが、今までの流れの中で、やはり女性自身が出てない、管理

職になれない理由というのは、やはり女性自身に対しての研修する

場所、管理職とか、そういう支援体制も十分にできてなかったので

女性の割合が少ないんではないかとも思われますが、特に資質とし

ては女性自身もみずからチャレンジすることも大事でありますが、

そういう管理職を育てるという意味で、育成するという意味では、

もっと前向きに目標数字を上げてでも取り組んでいただけるとい

うようなことにはなりませんでしょうか。あえて質問します。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。これまでどのような育成、研修が行

われてきたかということは、少し内容を理解できない部分もありま

す。ただ、男性、女性問わずですね、やはり職員の資質を上げてい

く、管理職であれば管理職の役割を果たしていただく人材になって

もらわないといけない。係長であれば、係長としての職責を全うす

るために何が大事なのかっていうことを、ちゃんと理解してもらう

ような研修もしなければいけないと。これはもう男性、女性問わず

ですね、やっぱり人の持ってる能力を引き延ばすということは大事

だと思ってます。 

   今月末には、各職責ごとに、職員に向けての研修もやるように、

もう予定をしております。これからはしっかりと、それぞれの役割、

それぞれ自分が求められてる能力、自分がどれだけ、どういう形で

主体的に積極的に執務、業務にかかわっていくのか、そのあたりの

意識を深めながら人材育成をあわせて行っていきたいと思ってお

りますので、御理解をいただきたいなぁというふうに思っています。

以上です。 

12 番（今橋寿子君） 

   なお、啓発活動の 1 つとしては、やはり女性も男性も、これから、

家庭的にもいろんな啓発活動をしていかなければならないと思い

ますし、その手法としてはまたこれから、今の町長の答弁では積極

的に取り組んでいかれるようにお聞きしておりますので、そのこと

について、またしっかりとチャレンジしていただけるようにお願い
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しておきます。 

   なお、特に、急いで、その審議会の場合ですけれど、特に急いで

取り組まなければならないこの防災会議というところにも 15 人の

うち女性が 1 人ということは、6.7％です。特に今、防災に対して

の、いろんな女性の立場でかかわっていかなければならないことも

あると思いますが、早急に取り組む 1 つの団体としては、これに関

しては早急に解散というか、改革の時期とか、そういうものを待た

なくてもできるんではないかと思いますが、これに関してはどうで

しょうか。 

総務課長（横山覚君） 

   お答えいたします。委員会等につきましても改正期、任期等がご

ざいまして、その任期に当たりましたときにですね、やはり女性の

登用とかそういうふうな意識を持った人選等をするような形で周

知をしていきたいと思います。 

12 番（今橋寿子君） 

   それはいつですか。防災会議の任期は。 

総務課長（横山覚君） 

   お答えします。申しわけございません。今ちょっとその任期のほ

うについて資料ございませんで、わかっておりません。申しわけな

いです。 

12 番（今橋寿子君） 

   やはりその任期というのも 1 つの区切りではあると思いますが、

先だって私、給食センターのほうの皆さんとお話しする中で、やは

り早急に、あそこの委員の中にも女性が 1 人もいらっしゃらないと

いうことは、充て職の人のメンバーばかりであって、女性がたまた

まいなかったというお話を聞いておりましたが、けれどそれではど

うしても給食に携わってきているのは、主に、特に生改さんとか、

そういう知識人の人もおいでるし、そういう方が入られてないとい

うことは、ちょっと不合理ではないかということでお話をしている

中に、やはり食に関するプロフェッショナル的な人が、女性として

入るべきではないかというお話をしている中で、早速に検討すると

いうことを言われて、組織の中へ、メンバーの中へ女性の枠を広め

るというお話も、前向きなお話もお聞きしておりますが、やはりそ

の任期にどうしてもこだわらないかないもんでしょうかね。もう一

度。その改選の時期っていうかね。 
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町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。任期がある以上は、やはり任期はし

っかりと守って運営をしていかなければいけません。それで、平成

28 年度の庁議の中で、それぞれ課が受け持っている審議会、協議会、

運営委員会あります。で、それぞれの任期がいつで、改選時期がい

つで、その改選に向けて男女の登用の仕方、どれくらいの割合にな

るのか、そういうことも含めて、28 年度中に各課で責任を持って提

案をしてくるようにということで、今考えております。その中で、

全体的な数値目標を決めていきたいと思っておりますので、次の改

選時期、それぞれの審議会、協議会の任期を迎えられたときに、し

っかりと議論できるように、協議できるように準備をして進めてい

きたいと考えております。以上です。 

総務課長（横山覚君） 

   佐川町立学校給食共同調理場の運営委員の名簿ございまして、こ

こに委員の任期がですね、27 年の４月１日から 28 年の３月 31 日ま

でとなってます。給食センターの運営委員の任期ですね。ことしの

28年の３月 31日で切れることになっております。以上報告します。 

12 番（今橋寿子君） 

   またそれは今、町長と総務課長の御答弁の中には、前向きな御答

弁がありましたので、それは 1 つおきまして、特に女性がリーダー

となってするのには、それなりの養成の機関というか、支援する方

法が今、この間安芸市のことが新聞へ出ておりましたが、安芸市の

場合は、女性リーダー育成が必要とされているので、去年度から、

はちきん女性活躍支援塾等を立ち上げて、10 年間で 100 人を受け入

れるとの報道がされておりましたが、佐川町もある程度、目標数字

を持ってチャレンジしていただきたいと思いますが、そういう支援

の方法は、今のところ、具体的には考えられてませんでしょうか。 

総務課長（横山覚君） 

   お答えいたします。安芸市の取り組みですけれども、第２次安芸

男女共同参画プランというのがございまして、それに基づきまして、

議員がおっしゃられましたとおりですね、女性の社会進出をサポー

ト、また女性の人材育成を図ることを目的にですね、いろいろな講

座が、はちきん女性活躍支援塾というふうな形で開講されておるよ

うでございます。 

またこの講座につきましては、27 年度から 36 年度までの期間を
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設けて、６、８名募集しながら、10 年間で 60 名以上の修了者を目標

としておるということでございますが、本町ではですね、まだそう

いうふうな女性向けの支援のための講座というのが今できておりま

せんけれども、まずは冒頭でもお答えしましたとおり推進委員会に

おいてですね、意識づくりから重点的に取り組もうということでご

ざいますので、まずはその意識づくりの重点的な推進ということに

力を入れたいと思います。どうぞ、御理解、御協力をお願いいたし

ます。 

12 番（今橋寿子君） 

   それは前向きに取り組んでいただけるものと思いまして、次に、

特に最後に、少子高齢化に人口減少の対策の一番の妙案は何と言っ

ても女性が子供を産み育てようとする機運とともに、その環境づく

りであります。そのことについては、具体的な施策の１つとして、

午前中に松浦議員や坂本議員の質問もありまして、町の地道な取り

組みもされながら前向きな御答弁もされていましたので、さらなる

取り組みを御期待いたします。 

   中国では、国策として一人っ子政策をしていますが、我が日本で

は急に急速に進む人口減少に対しては、子供を３人以上産み育む政

策に取り組むべきだと考えております。夫婦は 1 足す１は２ではな

く、1 足す１が３以上になるように、兄弟は多いほど、子供たちみ

ずから生き抜くための競争の中での助け合いの心や共生の精神が

自然に培われていくものです。 

そのためにも政策の場に女性の登用をすべきだと考えています。

４月からの人事異動や審議会のメンバーの改選に対しても、条例等

も含めて最善を尽くされることをお願いして、この質問は終わらせ

ていただきます。 

   ２問目が学校給食と食育について、お伺いいたします。この質問

も、12 月議会でも提案を兼ねた質問をさせていただいておった折、

それぞれの立場の方が丁寧にお答えをしていただきましたが、改め

て食育をとおした健全な体力づくりを、子供も大人も多面的に取り

組み、町政といたしましても、今後の国保や介護保険に負担のかか

らない仕組みづくりを構築していく必要があると考えますので、再

度、質問をさせていただきます。 

   まず１つ、学校給食の現状とその対策について、地産地消の需要

と供給の割合です。いわゆる地域の食材を何％ぐらい使用されてい
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るのですか。また、残食はどうなのでしょうか。全国平均 6.9％、

１人当たり年 7.1 キログラム、原因は何なのでしょうか。どのよう

に指導されているのでしょうか。お答えください。 

教育長（川井正一君） 

   私から、食育に関する御質問にお答えさせていただきます。まず、

学校給食の需給のバランスということでございますが、学校給食で

使用している食材のうち、お米と牛乳につきましては、全量、町内

産を使用しております。また、野菜や果物につきましても、可能な

ものは町内産を利用するということで、年間を通じてみますと、お

おむね約３割程度となっております。 

ただ、これは地元産のはちきんさんから調達しておるわけなんで

すが、やはり課題としては、地元産の野菜というのは、野菜また果

物、これは天候の状況により生産量が左右されるため、必要な量の

安定的な確保、これが困難であるということが課題となっておりま

す。 

次に、給食の残量についてでございます。給食の残食量につきま

しては、小規模の学校では残食はほとんどなく、給食センターの栄

養士によりますと、本町全体の給食の残食は、他の市町村と比べて

比較的少ないということです。 

データで見ますと、県下平均がですね、４％ぐらいというふうに、

これは県の教育委員会のほうで調査しておるんですが、平均４％が

残食の量のようです。佐川町、ある特定の月を捉えて一定調査なん

かはしております。それでいきますと、大体２％程度の残食の状況

であるということで、佐川町は、比較的やはり少ないということが

言えるというふうに思っております。以上でございます。 

12 番（今橋寿子君） 

   地産地消につきましては、今、割合は３割ということでございま

すが、やはり給食センターの皆さん方とお話をしてますと、やはり

できるだけ地産地消を使いたいという思いで、今、はちきんさんと

か、先だっては斗賀野の良心市の方にも交渉してるっていうお話も

聞かしていただきましたが、斗賀野の良心市は、特におじいちゃん

おばあちゃんとか、お年寄りなので、責任のあることをなかなか難

しいねっていうお話も聞いておりましたが、今、若い農業者を育て

る意味も含めて、若い農業者にこういう給食に対してというような、

町産業課等を含めて、若い農業者を育てる意味でも、こういう低農
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薬であり、季節感も含めていろんなものをお願いするというか、育

てていくというか、そういうような施策に対しては、前向きに取り

組んでいくような必要性はあると思いますが、教育長とそれから産

業課のほうで、お答えができればしていただきたいんですが、よろ

しくお願いします。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。地産地消を拡大していくというのは、もう私

ども基本方針でございます。そういった中で、ことしも過去もそう

ですが、ずっとはちきんさんと連携をとりながらやってきておりま

して、はちきんさんを所管しておりますＪＡコスモスさん、そうい

ったところとも、今後、いわゆる幅広く町内全般から調達するとい

うことの点について、今まで十分な取り組みができておりませんで

した。 

メインであるはちきんさんに、いろんなこちらからの必要量、ま

た企画等を定期的に会なんかもやって、お知らせもしております。

そういった中で、はちきんさんでの取り組みを拡大していただく、

そういうことで今まで取り組んでおりました。 

今後、そういったはちきんさん以外の部分で、そういった取り組

みができるのか、一定量をこちらとしても確保する必要がございま

すので、なかなか一人一人とそういった契約ということは、なかな

か難しいと考えております。やはり一定のまとまりのある団体とか、

そういったところと、今後もう少し幅広く、そういった、私ども給

食センターに対して納入していただけるところがあるのか、それら

については検討してまいりたいと考えております。以上です。 

産業建設課長（渡辺公平君） 

   今橋議員の御質問にお答えいたします。町内でとれる農作物、こ

れは一番大事なのは地元の皆様方に味わっていただく、そのよさを

知っていただく、これが一番大事なことであろうと思います。そこ

の理解なくして外へ打って出ることはまずできんのじゃないろう

かと私は思います。 

   ただ、今までの施策の中で、農協なんかの系統出荷、市場対応型

のほうへいっておりました。市場へ行ってよそへ売り出して、えい

ものを売っていこうと。外貨稼ごうというのが１つにありました。 

   もう一方では、お年寄り方を初めとしてから、はちきんの野菜、

はちきんへ出す、あるいは良心市へ出すと、こういうふうに二極化
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をしておったと思います。今まさに、これから進めていくのには両

方を進めていかないかん。 

まず地元へ消費をしていただいて、そのよさを知っていただいて、

よそから観光客等、佐川町いっぱい来ております。その中で、佐川

町のこれはえいねえと、そこでみずからが宣伝マン、ウーマンにな

れてから、話ができる。このようなことをつくっていかにゃいかん

と思います。そこにははちきんとか良心市以外の新たな販売網とか

何らかの必要性も出てきます。 

この、今までできなかったことを、新たな、先ほども言いました

が総合計画の中で位置づけられて、そういった消費宣伝、地元から

町外へ発信していけれるような、本当の意味での地産地消、地産外

商ができればと思うております。今までは、はっきり言うて、そこ

まで具体的な支援もできずに、ただはちきんの店の補助事業を導入

したとか、一部のものの支援しかできてなかったのが実情でござい

ます。 

12 番（今橋寿子君） 

   佐川町は本当に、先だっても食改さんが国の緑綬褒章をいただい

たように、本当に地道なボランティアで支えてくださってる方がい

るし、また学校教育に対しても栄養士さんの指導が、どんなものが

どんなにおいしいかというのを、心込めてつくってくださっている

現場も見せていただきましたが、それで、今、残食が２％というこ

とを聞いて、ああやはり長年に地道にやってくださったいろんな

方々の努力で、佐川の子供たちは幸せなんだなぁ、よその市町村で

はまだ給食センターそのものがないところもある中で、佐川町の子

供たちは幸せだなぁという思いはしていつも、今改めてまた感謝に

かえさせていただきたいと思いますが、今、産業課の課長の御答弁

では、やはりもうひとつ多角的な支援の仕方っていうことを、また

これからの課題として取り上げていただけそうですので、ぜひ、こ

れから先、若い農業者と契約栽培をして、やはり今の若い農業者の

方も、移住促進の形で、どんな形で入られるかはわかりませんけれ

ど、やはりそういう本当に地元の人の健康づくりとか、そういうも

のに対して喜びを感じていけれる農業者をつくっていければ、生活

の、金銭的には大変な部分もあるかもわかりませんが、まず健康と

いうものが一番大事なこと、それによって物事が動いていくという

原点のことに視点を捉えていけれるのではないかと思いますが、ま
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たこれを機会に、改めて、佐川町が食育のまちづくり、健康なまち

づくりという形で発信できていけますように、それぞれ、福祉課、

そして教育の給食、そして産業の面とか、いろんな分野で連携をと

りながら、1 つの方向性を見つけていっていただきたいと思います

が、それに対して町長の御答弁はいかがでしょうか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。今橋議員のおっしゃるとおり、連携

をしてしっかり取り組みを進めてまいりたいと思いますので、また

いろいろ御提言もいただければというふうに思います。以上です。 

12 番（今橋寿子君） 

   すみません、通告にはあったと思うんですが、今、ちょっと言い

忘れてましたので、教育長にお願いするんですが。学校教育につい

て、子供たちの生活習慣病の予備軍が４割と厚生労働省や大学の医

学部の医師たちの調査がされていますが、佐川町では今後そのこと

について、対応されるお考えはありませんでしょうか。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。佐川町の子供たちの健康状態というのは、毎

年健診もしておりまして、そういった状況を個々に学校のほうで把

握して、必要な指導等はしていっております。 

   少しデータ的なもので申し上げますと、これは小学５年生と中学

２年生ということになるんですが、毎年、全国の体力と体格調査等

を行っております。これは５年生と中学２年生ということになりま

すが。そのデータで申し上げますと、肥満の状況のデータがござい

ます。 

全国の平均がですね、これ全国の数値ですので 50 万を超える数値

になるんですが、正常の数値が、小学５年生の男子で 87.6％、佐川

町の男子が 88.6％。５年生の女子が全国が 89.8％、男子が 91.1％。

そして中学の２年生のまず男子、これが、全国が 90.2％、佐川町が

92.5％。女子が全国が 89.5％、佐川町が 91.3％というふうに、肥満

という、これが一番成人病の原因になる部分でございますが、その

視点で見た場合、今のところ佐川町の子供たちは全国平均を上回る

状況、正常値というところでみますと、あります。 

ただまぁ個々の一人一人でみれば、必ずしも言えない部分もござ

いますので、今後とも学校におきましては、毎年行います健康診断

の結果、それを踏まえて個々の指導にしっかり取り組んでまいりた
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いと考えております。以上でございます。 

12 番（今橋寿子君） 

   子供たちの肥満度とか、そういうものは学校だけに任すつもりは

ございませんけれど、今の飽食時代に、いろんな意味で一人一人が

また足もとを見つめなければならないと思いますが、いろんな角度

で、町民全ての方が、そういう食の大切さ、自分の命はいろんな命

からいただいてるということも含めて、また感謝の思いも含めて、

人間教育の最低の原点であると思いますので、またそういう意味で、

皆さんがそれぞれの立場で、またこれを高めていって、健康な子供

たちを育てていきたいと思います。 

   まず、けれど大人も、終わりに、日本の平均寿命は男性が 80.2 歳、

世界で４番で、女性は 86.6 歳で世界で一番です。しかし、健康寿命

は、男性が 71.9 歳で、女性が 74.2 歳です。佐川町は酒文化といえ

ども、私たち大人は暴飲暴食はやめて、たばこもちょっぴり控えて、

健康第一ですので、国保や介護保険にも貢献していきたいと思いま

すので、子供たちに、特に大人の背中で語りかけていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

   次に３問目です。 

   18 歳選挙権について、お伺いいたします。今、政治離れしている

今日、18 歳選挙権が行使されていますが、主権者意識を佐川町とし

てはどのように高めていかれるおつもりですか。 

選挙管理委員会事務局長（横山覚君） 

   お答え申し上げます。平成 27 年６月に、選挙権年齢を二十から

18 歳へ引き下げる改正公職選挙法が公布され、本年の夏の参議院議

員通常選挙から適用されることとなります。18 歳選挙によりまして

全国で有権者が約 240 万人増えることになりまして、本町におきま

しては 230 人前後増えるものと推測をされております。 

現在、県の選挙管理委員会におきましては、高校生、その 18 歳へ

引き下げる関係におきまして、その高校生の当事者意識を掘り起こ

すことを目的に、県内の高校で選挙の仕組みやルールを周知するた

めの出張授業が実施されております。 

当町の選挙管理委員会としましても、今回の年齢の引き下げにお

いて、高校生等に当事者意識を持ってもらうということにつきまし

ては、非常に大きな課題だというふうに思っておりましたところで

ございますが、県の管理員会と協力をし、また町の独自の取り組み
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といたしましては、今回の新しい選挙制度の概要等につきまして、

町広報紙で掲載をするとともに、その参議院議員選挙時に選挙人名

簿に登載されます高校生等の有権者に対しまして資料を送付するな

ど、新しい選挙制度についての啓発を行っていく予定です。以上で

す。 

12 番（今橋寿子君） 

   広報で啓発していくというか、お知らせをするということも大変

大事な役割ですが、なかなか広報も隅から隅へ見てない人が多いの

で、私たちも拝読するように皆に呼びかけはしておりますけれど、

佐川町の広報はなかなか隅々までよく行き届いてますよというこ

とは、前にも、よその議員の方から褒めていただいておりましたの

で、けれどそれをまだ、活字で見るということはなかなか不得手な

方もいらっしゃって、もっともっといろんな啓発活動をいろんな意

味で取り組みをしていかなければならないのではないかと思いま

す。 

   私は、先だって、ソーレで行われました男女共同参画フォーラム

に参加させていただきましたが、その参加者のアンケートでは、

90％の方が、夜間議会やクォーター制を導入すべきと答えられ、住

民や 18 歳の若者にも地方政治を身近なものとして意識を高める契

機になる、きっかけになる議会の存在感を増すとの発表もありまし

たが、高校生の模擬議会等の開催の検討はしてみてはいかがでしょ

うか。どのようにお考えでしょうか。 

選挙管理委員会事務局長（横山覚君） 

   お答えいたします。高校生となりますと、県立高校、私立もござ

いますけれども、県立高校が対象でございまして、まず高校のほう

のですね、そういうふうな取り組み、または県選管、それから県の

教育委員会等の取り組みが第一義であろうかというふうに思いま

す。 

   先ほどちょっと言い忘れておりましたけれども、県の選管におき

ましては、先ほどの選挙の仕組み、ルール、周知するための授業、

出張授業なんですけれども、佐川高校におきましては、全日制では

去年の 12 月、定時制ではことしの 1 月に、そういう授業を展開を

しております。まずは町が高校に働きかけるというよりか、高校が

ですよね、高校サイドがどういうふうな取り組みをしたいか、いう

ふうな形で取り組みを進めるべきではないかというふうに思いま
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す。 

12 番（今橋寿子君） 

   佐川高校は、あくまでも県立高校ではありますが、佐川町にある

ので、やはり向こうからの働きを待つというのも大事ですけれど、

こちらのほうからも働きかけというか話し合いというか、いい方法

を探すためには、1 つの提案だと思いますので、また前向きに取り

組んでいただいて、またほかにまたえい施策があるようでしたら、

またできるだけ早い機会に行動に移しつけていくような仕組みづ

くりをぜひ真剣に捉えていただきたいと思います。 

   今、ちょうど今言いましたように、本当に政治離れも全体でもし

ておりますので、これがいいきっかけになって、皆さんが政治の大

切さ、一人一人のその議員としての大切さもそうですけれど、やは

り、選ぶ側の人の大切さっていうのもあると思いますので、ぜひこ

れをチャンスとして捉えていただいて、前向きに取り組んでいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で、質問は終

わらせていただきます。 

   ごめんなさい、1 つ、抜かっておりました。構いませんでしょう

か。 

   最後に、この５日に、新佐川市制 60 周年記念式典が施行されまし

た。式典で表彰されました方々はもちろんですが、その方々を支え

てくださった方々にも、敬意とともにお喜びを申し上げます。また、

町長さんを初め職員の皆さんの立ち居振る舞いにも感動いたしま

した。 

   その中で、３点ほど気づかしてもらったことがあります。 

   まず１つ目、ビデオ作成が大変感動いたしましたので、今後、学

校や町民の皆さんに、事あるごとに見ていただきたいと思いました。

２つ目、今、佐川町は桜の名所として日本の百選に選ばれたころの

ことを想像しながら牧野公園の作業に携わらせてもらっています

が、桜の苗木を事あるごとに記念樹として配布されてはいかがでし

ょうか。表彰されました方々はもちろんですが、先着何名様とか、

きっと皆様、大切に育ててくださると思います。３つ目、新佐川町

長さんの町としてのスタートの名言「和を以てとうとし」という言

葉、心に響くすばらしい言葉でしたので、行政と議会それぞれの立

場で前向きな議論を重ねながら、佐川町の発展のため両輪となって、

次の子供たちに夢と希望を与えていきたいと願いましたので、以上
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で、質問と私の感想を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

議長（藤原健祐君） 

   以上で、12 番、今橋寿子君の一般質問を終わります。 

   ここで 15 分休憩します。 

 

   休憩  午後３時 22 分 

   再開  午後３時 40 分 

 

議長（藤原健祐君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、一般質問を行います。 

   ５番、片岡勝一君の発言を許します。 

５番（片岡勝一君） 

   議席番号５番、通告順５番、片岡勝一です。議長の許可をいただ

きましたので、２件について質問いたします。 

   まず１件目ですが、霧生関埋立地活用についての質問の要旨を朗

読いたします。 

   先般、上段ヘリポートを本年中に整備できると聞いております。

前々回の説明時には、自衛隊の大型ヘリも離着陸できるようにと聞

いておりました。警察、消防、災害時避難、自伐材置き場とも聞き

ましたが、その後の進捗状況はどうかという質問でございますが、

2015 年９月の定例議会で、上段ヘリポートが 28 年度に完成すると

答弁がありました。 

   この問題は、町民も議会側も懸念されている案件であります。私

がこの議会にかかわってから 26 回目の議会となりますが、私の議

会質問を入れて、これで、この霧生関問題で 16 回目の質問となりま

すが、一人一人の質問と答弁は議会だよりで凝縮、掲載されており

ますので、ここで発表する必要はありませんが、堀見町長も、前榎

並谷町長から確実に受け継いでくれていることと思っていたとこ

ろでした。 

2013 年 12 月議会で、一議員から一時中止するのも選択肢の１つ

ではないかと質問がありまして、次の議会で結論を出すと答弁があ

りました。そして 2014 年３月には、白紙に戻すと簡単に言われまし

た。 
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この問題は、平成 10 年 1998 年からで、18 年も前からの事業であ

りまして、大金をつぎ込み何にもできてない現実ではあるけれど、

何とかしなければならないと思っていた案件なので、一時中断せよ

との意見は、余りにも計画が進まないので、たまらない思いで中止

の意見だったと思われますが、2014 年６月に、今度は町長がヘリポ

ート設置に向けて挑むという、それはそれでよかったと思われます。

これまでの苦労を水の泡にさせたくないと思っているうちの１人で

すので、事情はともあれ、それでよいとは思います。 

2015 年９月には、28 年度中に大型ヘリポート完成を目指すと言っ

ております。用地が足りないとも聞きましたが、何としてでも難関

をクリアして、この１件、そして次の計画も立てて、できることか

ら現町長で仕上げてもらいたいと思いますが、町長の考えはどうで

しょうかと、答弁お願いします。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきまして、ありがとうございます。2014 年３月の定

例会で白紙に戻すという答弁だったかと思いますが、公園として整

備ができないという状況がありましたので、公園としての計画は一

度白紙に戻しますということで答弁させていただいたというふう

に思っております。町としましては、辺地計画も立てて開発許可も

とって進めてた事業でございますので、全く手つかずでそのまま残

すという考えは当初からございませんでしたので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。 

   その中で、全体の計画の中で、ヘリポートの予定がありました。

この南海トラフ大地震のことを考えると、未曽有の大災害が起こる

だろうと。須崎市、近隣の市町村のことを考えると、津波の被害が

ない佐川町は、やはり後方支援として、この広域の拠点として、広

域の中継拠点としての機能も果たさなければいけないなぁという

ふうに思っておりまして、いざというときのために、自衛隊の大型

のヘリコプターも降りられるヘリポートがあったほうがいいんで

はないかと。これは、消防団の皆さんや消防署、あと県とも話しを

して、あ、それがあるといいよね、というお話の中で、まず大型の

ヘリポートをつくろうというふうに思い立ちました。 

   その中で、国のほうで指針が出まして、南海トラフ地震における

具体的な応急対策活動に関する計画ということで、市町村ごとに配

置をする、ということが要請されてます。これは、いざというとき
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に、しっかりと自衛隊の駐屯地ができること、あと警察、消防の駐

留ができるようにということで、国のほうから指針をされてる、目

安という免責もございます。 

   この霧生関の公園につきましては、大型ヘリポートを整備して、

あと開発を許可をとっておりましたので、その中で排水もしっかり

と整備をすると。造成工事は終わらせるということを来年度中にし

たいということで予算をとらせていただいております。今回の工事

によります造成面積は２万 1,600 平米になります。自衛隊の大型ヘ

リも離着陸できるヘリポートのほか、緊急消防救助隊、警察災害派

遣隊などの宿営地も可能だということで、想定をして造成工事を終

わらせるということで予定をしております。 

   自伐型林業の木材というお話もありましたが、今は、以前そうい

う使い方もあるかも知れませんと、そういう使い方も含めていろい

ろ考えてみたいと思いますということで、お話をさせていただきま

したが、現時点で、木材、材木を置くということは想定をしており

ませんので、お伝えをして私のほうからの答弁とさせていただきま

す。以上です。 

５番（片岡勝一君） 

   大体、前にもこのようなことは聞いております。しかし、一度白

紙に戻すということで、これほどの何を聞いておらなかったもので、

私のほうも気持ちはっきりしましたので、別にこれ以上は言うこと

はないとは思いますが、もう１つだけお聞きしたいと思います。 

   テニスコートとも言っておりましたが、そのテニスコートのこと

は、もうそのままになりますか。運動公園はできないということに

なれば、テニスコートはもうそれで終わりということですか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。霧生関のあの場所でテニスコートを

整備するということは現時点で不可能ですので、あの場所のテニス

コートの建設ということは今はしないと。凍結ということになりま

す。以上です。 

５番（片岡勝一君） 

   それでは、ちょっと走り走りやって、まだ自分の頭のほうがまと

まっておりませんけども、前におっしゃった大災害の後方支援とか

いうこととか、大型ヘリポート、それと消防、警察の何とか、使用

する基地とか、そういうことはもう間違いありませんね。やってく
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れますね。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。大型のヘリポートは整備をします。

ドクターヘリも、日常使えるようなヘリポートとして整備をします。

警察、消防の宿営地という使い方をするときは、南海トラフの大地

震が起きた後の災害対応になりますので、通常は造成したまま、当

面は置いたままの状態になります。以上です。 

５番（片岡勝一君） 

   わかりました。これから１つずつ今までの計画を引き継いで実行

していってください。よろしくお願いいたします。 

   それでは、２問目の質問にまいります。 

   異常気象の寒波について、１月の 19 日から 20 日にかけての寒波

によりまして、一般家庭、農家、交通にも大きな被害がありました。

ほかにも水道の凍結などがあったはずですが、今までにあのような、

30 センチも積雪があることは今までありませんでした。前日に、寒

波襲来の予告を放送できたのかということ、私聞いておりませんで

したので、このような質問をしましたが、一応、防災の無線があっ

たがどうでしょうかという質問でございます。お願いします。 

産業建設課長（渡辺公平君） 

   お答えいたします。防災行政無線のほうを活用いたしまして、寒

波が訪れるという可能性の放送をしております。また、12 月の広報

にも水道の凍結に関するご注意を、ということで広報でも掲載さし

ていただいたものでございます。 

５番（片岡勝一君） 

   その後というか、この質問の手前でちょっと聞いたことがありま

して、そこで、その発言させていただきます。 

隣の集落ですが、水道が凍結しまして、しかけたというわけです

が、水が出にくかった。あやうく凍結するところだったと話してお

りました。もしそのときに、火災が発生、消火栓などが凍結、また

破裂、破損していたら、使用不能だったらどうなるかと不安に思い、

私も大田川橋の北詰の取りつけ部分を見ましたところ、橋の部分の

曲がりの部分とか取りつけ部分は、どうも被覆してないんじゃない

かと思って、別のところの谷川を見に行きましたら、県道を渡って

いる町水道が全部裸でした。それで果たしてよかったのか、いいの

か、もうこの次の寒波が来て、これが凍結しないのかどうか、そう
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いう心配になりまして、そのことをひとつ質問いたします。 

産業建設課長（渡辺公平君） 

   御質問の地区は大田川地区であろうかと思います。この地区はも

ともと沈下橋に添架された配水管が通っておりました。これは、大

雨のときには潅水する非常に危険になりますので、できておりまし

た大田川橋に、平成 19 年度に、以前と同じ口径の 100 ミリの耐震

管、これは約 270 メートル添架されております。御指摘のとおり露

出をしております。このため、この間のような大寒波のときには、

凍結の恐れが出てきます。ここは、先ほど言いました 100 ミリの耐

震管、これは計画では、以前の計画では庄田のほうにつないでいて

から循環させるというな計画があったようですが、現実はそんなの

はできておりませんし、また一方では、大田川地区は水道利用戸数

は 10 世帯です。管が大きい割には利用が少なく、なおかつここで行

き止まりになっておるということがございます。 

   そのため、防災無線なんかでも放送しておりますように、凍結防

止のためには水を流してくださいともしておりますが、いかんせん

ここは行き止まりになっておるということでございます。 

   そのため、これ対策としてどうしていくか、これは先ほど言いま

した配水管を庄田まで抜くのか、あるいは橋の上を、露出しており

ますので、これを被覆していくのか、こういったどっちかを選択し

ていかなければなりませんが、いかんせん多額の費用もかかるのも

事実であります。 

   現在、策定しております経営計画の中で、この対策について検討

もしていく必要もありますし、今はできることとしましては、先般

もやりましたが、消火栓から放水する、ようなことをしていきなが

ら凍結の防止をしていくとかいうことを努めていかなければなら

ない、これが今できる対策であろうと思うております。 

５番（片岡勝一君） 

   わかりました。ちょっとこれもね私も前に聞いておったことでご

ざいますが、また同じ大田川地区のことでもございますが、橋の上

を通っているがために夏場は反対に熱いと、湯であると。この対策

などは、衛生的には全く関係ないとは思いますが、これ、そういう

ところ苦情はないわけですか。私は聞いておりましたので、こうし

て質問しておるところですが、こういう、何度かわかりません、熱

いと言われました。ひとつお願いします。 
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産業建設課長（渡辺公平君） 

   これも、先ほど言いました凍結の場合と同じように、大きな管で、

利用戸数が 10 戸、どうしてもやっぱり、そこで循環がないわけです

ので、行き止まりになっておる。だから橋の上で、ちょうど西日が

差してぬくめられてということになろうかと思います。これについ

ても消火栓から放水するとかいうことで臨機応変な対応をしなけ

ればならないというふうに思うております。 

５番（片岡勝一君） 

   これで、衛生とかいうことに全く関係なかったら構ん、私もそれ

でえいと思いますが、それで循環をさせて水を冷却すれば済むとい

うことでよければ、私のこれで質問は終わります。衛生的にはよろ

しいですか。 

産業建設課長（渡辺公平君） 

   水道水の中へ何か菌が入るとか、そういったものではありません

ので、衛生的には問題はないと認識しております。 

５番（片岡勝一君） 

   わかりました。これで大丈夫だと思います。ありがとうございま

した。 

議長（藤原健祐君） 

   以上で、５番、片岡勝一君の一般質問を終わります。 

お諮りします。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   本日は、これで延会することに決定しました。 

   次の会議を、８日の午前９時とします。 

   本日は、これで延会します。 

 

 

   延会  午後４時 
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